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Ⅰ　特定非営利活動促進法について

1　法律の目的と法人格取得の効果
　　　近年､ 福祉､ 環境､ 国際協力､ まちづくりなど様々な分野において､ ボランティア活動をはじめとした民間の非営利団体による社会貢献活動が活発化し､ その重要性が認識されているところです｡ 

　　　これらの団体の多くは、法人格を持たない任意団体として活動しています。そのため、銀行で口座を開設したり、事務所を借りたり、不動産の登記をするなどの法律行為を行う場合は、団体の名で行うことができず、様々な不都合が生じています。
　　　この法律は､ これらの団体が法人格を取得する道を開いて､ このような不都合を解消し､ その活動の健全な発展を促進し､ もって公益の増進に寄与することを目的として平成１０年１２月１日施行になりました｡ 
　　　平成１４年１２月には、特定非営利活動の分野の追加や、申請書類の簡素化などの改正が行われ、平成１５年５月１日に施行されました。

2　法律の概要
(1)　対象となる団体
  　  　この法律に基づいて､ 特定非営利活動法人になれる団体は､ 次のような要件を満たすことが必要です｡ 
     　 ①　特定非営利活動（注1）を行うことを主たる目的とすること
      　②　営利を目的としないものであること（利益を社員で分配しないこと）
      　③　社員（注2）の資格の得喪に関して､ 不当な条件を付さないこと
      　④　役員のうち報酬を受ける者の数が､ 役員総数の３分の１以下であること
      　⑤　宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
      　⑥　特定の公職者 (候補者を含む) 又は政党を推薦､ 支持､ 反対することを目的とするものでないこと
      　⑦　暴力団でないこと､ 暴力団又はその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
      　⑧　10人以上の社員を有するものであること

 注1　特定非営利活動
	  ①　次に該当する活動であること (法律の別表)
  　　 1　保健､ 医療又は福祉の増進を図る活動
       2　社会教育の推進を図る活動
       3　まちづくりの推進を図る活動
       4　学術、文化､ 芸術又はスポーツの振興を図る活動
       5　環境の保全を図る活動
       6　災害救援活動
       7　地域安全活動
       8　人権の擁護又は平和の推進を図る活動
       9　国際協力の活動
      10　男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
      11　子どもの健全育成を図る活動
      12　情報化社会の発展を図る活動
　　　13　科学技術の振興を図る活動
　　　14　経済活動の活性化を図る活動
　　　15　職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
　　　16　消費者の保護を図る活動
      17　前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡､ 助言
        又は援助の活動
  ②　不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること


   注２　社員
	  ｢社員｣ は､ 社団の構成員の意味で､ 総会で議決権を有するものがこれに該当します｡ 会社に勤務する人（会社員）という意味ではありません｡


(2)　設立の手続
    　　特定非営利活動法人を設立するためには､ 法律に定められた書類（注3）を添付した申請書を､ 所轄庁（注4）に提出し､ 設立の認証を受けることが必要です｡ 提出された書類の一部は､ 受理した日から2ヵ月間､ 公衆に縦覧されることとなります｡ 
    　　所轄庁は､ 申請書の受理後4ヵ月以内に認証又は不認証の決定を行います｡ 設立の認証後､ 登記することにより法人として成立することになります｡ 
　 　注3　申請書の添付書類 (太字は､ 縦覧される書類) 
	 ①定款
 ②役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員について報酬の有無を記載した名簿を言う。）
 ③各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本各役員の住所又は居所を証する書面社員のうち10人以上の者の氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）及び住所又は居所を記載した書面
 ④法第２条第２項第２号及び法第１２条第１項第３号に該当することを確認したことを示す書面
 ⑤設立趣旨書
 ⑥設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
 ⑦設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
 ⑧設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書


注4　所轄庁

	事　務　所　の　所　在　地
	所　　轄　　庁

	１．浜田市内のみ
	浜田市(浜田市長)

	２．島根県内の他市町村にもある
	島根県(島根県知事)

	３．他県にもある
	【国・内閣府】(内閣総理大臣)

	４．島根県内の他市町村と他県にもある
	【国・内閣府】(内閣総理大臣)


(3)　法人の管理・運営
　   　①　役　　員
       　　法人には､理事3人以上および監事1人以上を置かなければなりません｡理事は法人を代表し､その過半数をもって業務を決定します｡役員になれる人については､親族の数の制限など法律で一定の制限が設けられています｡ 
　　　　　　＊未成年者でも役員になることは可能ですが、親権者の同意が必要です。

　　　　　　＊役員は自然人に限られ、法人は役員になることはできません。

　　　　　　＊役員は必ずしも、法人の社員でなければならないということではなく、定款で定めた方法により選任された者であれば構いません。

　　　　　　＊外国人も役員になることができます。

　　   ②　総　　会
       　　法人は､少なくとも年1回､通常総会を開催しなければなりません｡ 
　　   ③　その他の事業
       　　法人は､特定非営利活動に係る事業に支障がない限り､特定非営利活動に係る事業以外の事業を行うことができます。この場合において、収益を生じたときは、これを特定非営利活動事業のために使用しなければなりません。この場合､その他の事業に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分しなければなりません｡ 

　　   ④　会計原則
      　　 法人は、正規の簿記の原則に従って会計簿を記帳するなど、法律の第27条に定められた原則に従い会計処理を行わなければなりません｡ 

  　　 ⑤　定款変更
      　　 定款を変更するためには､ 所轄庁の認証が必要です｡ ただし､ 軽微な事項（所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地の変更､ 資産に関する事項及び公告の方法に関する事項）については､ 所轄庁の認証は不要です｡ なお､ この場合には､定款変更後に所轄庁に届け出ることが必要となります｡

   　  ⑥　解散・合併
        　 特定非営利活動法人は､ 総会での議決・所轄庁の認証等の一定の手続きを経          て、解散又は別の特定非営利活動法人との合併を行うことができます｡ 

          法人が解散する場合､ 残余財産は､ 定款で定めた者（注6）に帰属しますが､ そ         の定めがない場合は､国又は地方公共団体に譲渡するか､ 最終的には､ 国庫に帰         属することとなります｡ 

　　   ⑦　監 督 等
      　　 所轄庁は､ 法令違反等一定の場合に､ 法人に対して､ 報告を求めたり､ 検査を実施し、また、場合によっては､ 改善措置を求めたり､ 設立認証を取消すこともできます｡ また､ 特定非営利活動促進法に違反した場合には､ 罰則が適用されることがあります｡ 

　　  注6　定款で定めることができる残余財産の帰属先
	　 残余財産の帰属すべき者は､ 次に掲げる者のうちから選定されなければならない｡
　  (1)　他の特定非営利活動法人　　　
　  (2)　国又は地方公共団体
　  (3)　公益法人（社団法人､ 財団法人） 
　  (4)　学校法人
　  (5)　社会福祉法人　
　  (6)　更生保護法人


3　法人格取得後の義務等
　　　法人格取得後は､ この法律やその他の法令､ および定款の定めに従って活動しなければなりません｡ 特に、次の点にはご留意ください｡ 
(1)　事業報告書等の情報公開と所轄庁への提出
　  　   法人は､ 毎事業年度の事業報告書等（注7）の書類を､ 所轄庁に提出するとともに､事務所に備え置いて､ 利害関係人に閲覧させなければなりません｡ 
　    　 また､ これらの書類は､ 所轄庁において､ 一般公開されます｡ なお､ 内閣総理大臣が所轄庁となる法人の場合は､ 事務所の所在する都道府県においても､ 公開されることとなります｡（事務所の所在地が浜田市内の場合は浜田市役所）

      注7　閲覧する事業報告書等
	   ①定款
   ②認証・登記に関する書類の写し
   ③事業報告書
   ④財産目録
   ⑤貸借対照表
   ⑥収支計算書
   ⑦役員名簿（前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居

所並びに、これらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿）
   ⑧社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面


(2)　納 税 (別表参照) 
　       法人に対しては､ いろいろな税金が課せられます｡ ここでは､ 一部例を挙げて説明しますが､ 詳細については､ 専門家にご相談ください｡ 
　       国税である法人税については､ 公益法人と同様に､ 法人税法に規定された ｢収益事業｣

（注8）からの所得に対しては､ 課税されることとなります｡ それ以外からの所得については非課税です｡ 
　       地方税も､ 収益事業から生じた所得に対しては､ 課税されます｡ また､ 法人住民税 (均等

割) は､ 所得の有無にかかわらず原則として課税されます｡ 
　     税率は､ 別表のとおりです｡ 
     注8　法人税法上の収益事業
         （法人税法第２条第13号､ 法人税法施行令第５条第１項） 
  　  ・販売業､ 製造業その他下記の34事業で､ 継続して事業場を設けて営まれるもの｡ 
	  物品販売業       　　　出版業                    　浴場業
  不動産販売業     　　　写真業                    　理容業
  金銭貸付業       　　　席貸業                    　美容業
  物品貸付業       　　　旅館業                    　興行業
  不動産貸付業     　　　料理店業その他の飲食店業  　遊技所業
  製造業           　　　周旋業                    　遊覧所業
  通信業           　　　代理業                    　医療保健業
  運送業           　　　仲立業                    　一定の技芸教授業等
  倉庫業           　　　問屋業                    　駐車場業
  請負業           　　　鉱業                      　信用保証業
  印刷業           　　　土石採取業                　無体財産権の提供等を行う事業

　労働者派遣業


　　＊特定非営利活動に係る事業であっても､ 法人税法上は､ 収益事業とみなされることがあります｡ 
　　(3)　認定ＮＰＯ法人制度
　　　 　一定の要件を満たすものとして国税庁長官の認定を受けた法人（認定ＮＰＯ法人）の活動を支援するため、認定ＮＰＯ法人に対して行った寄附については、寄附金控除等の対象とする特例措置があります。
　　 イ　特例措置の対象となる寄附金 
　　　 ①個人が認定ＮＰＯ法人に対して行った寄附金
　　　 ②法人が認定ＮＰＯ法人に対して行った寄附金
　 ③相続又は遺贈により財産を取得した方が認定ＮＰＯ法人に対して行った相続財産等の寄附
ロ　認定機関等　 
　　　　 ・認定機関　国税庁長官
　　　　　   　　　　申請は所轄税務署を経由して提出する
　　　　 ・認定の有効期間　５年間
　　 ハ　その他
        ・認定に係る要件など詳細は、広島国税局又は最寄りの税務署にお尋ね下さい。

　　　　（広島国税局　課税第二部法人課税課審査企画係　電話082-221-9211<代表>）
平成20年12月1日現在　　（別　表）

1　国　税
（１）法人税  

    法人税率
	　年間所得800万円以下　             　22.0％
　年間所得800万円超　　　             30.0％


　      （２）地方法人特別税

　　　　　　　平成20年10月1日以降に開始する事業年度に適用

   地方法人特別税率
	　基準法人所得割額　             　　　８１.0％


2　地方税
　　 (1)　道府県民税､ 市町村民税
　　  　  ①  均等割・・・地方公共団体内に事務所等を有する法人について課税｡ 
　　　          均等割の税率
	　道府県民税（水と緑の森づくり税を含む）     ２.１万円
　市町村民税　　        　　 ５万円または６万円


　　　    ※浜田市では、市民税均等割税率は６万円となっています。

②  法人税割・・・収益事業から生じた所得に対して課税｡ 
　　　          法人税割の税率
	　道府県民税　          法人税額の 5.0％
　市町村民税　          法人税額の12.3％～１４.７％


　　　　　※浜田市では、市民税法人税割税率は１４.７％となっています。

 (2)　事業税 (道府県税) 
　　      　　収益事業から生じた所得に対して課税｡ 
　　　          事業税の標準税率

　　　　　　①平成２０年９月３０日以前に開始する事業年度
	　年間所得400万円以下 　　   　　　　  5.0％
　年間所得400万円超～800万円以下　    7.3％
　年間所得800万円超　   　　　　    　 9.6％


　　　　　　②平成２０年１０月１日以降に開始する事業年度

	　年間所得400万円以下 　　   　　　　  2.7％
　年間所得400万円超～800万円以下　    4.0％
　年間所得800万円超　   　　　　    　 5.3％


 (3)　県税の課税免除
　　  イ　法人県民税（均等割）
        ・収益事業を行わない法人については、毎年４月３０日までに申請した場合は、法人県民税の均等割が課税免除されます。
　　　　・収益事業を行う法人が、法人設立後３年以内の各事業年度において、欠損額（赤　　　　　字）を計上した場合は、当該事業年度分について、法人県民税の均等割が課税免除されます。
　　　ロ　不動産取得税
　　　　・法人設立後３年以内に定款に定める事業の用に供するための不動産を無償で譲　　　　　り受けた場合は、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税が課税免除さ　　　　　れます。
　　　ハ　自動車取得税
　　　　・法人設立後３年以内に定款で定める事業の用に供するための自動車を無償で譲　　　　　り受けた場合は、当該自動車の取得に対して課する自動車取得税が課税免除さ　　　　　れます。

　（3）-2市税の減免

　　イ　法人市民税（均等割）

　　　　・収益事業を行わない法人については、法人市民税の均等割が減免されます。

３　税制関係の手続き

　 (1) 島根県西部県民センターへ法人設立届

　　　 ・法人設立届出書

　　　 ・登記事項証明書及び定款（コピー可）

　　　　　※法人県民税の課税免除もありますので、各事務所の窓口で必要な手続きを行って下さい。

(2) 浜田市税務課へ法人設立届出書

　　　 ・法人設立届出書の提出や法人市民税均等割の減免の手続きなど詳細については、税務課

市民税係にお問い合わせ下さい。

(3) 税務署への届出

　　　 ・税務署への届出をする場合、事業内容などにより提出書類が異なっていますので、管轄の税務署にお問い合わせ下さい。

　　

※【お願い】登記完了後、法人設立の届出を必ず行ってください。

Ⅱ　設立手続きについて
１　申請から法人成立までのフロー


	申　請　者　　　　　　　　　　浜田市（所轄庁）





２　申請時に提出する書類
	 ・書類の大きさは日本工業規格Ａ４とする｡
  (役員の住所又は居所を証する書面を除く)


	提　出　書　類　の　リ　ス　ト
	部数
	様式

参照頁

	 １ 申請書（様式第１号）
 ２ 定　款
 ３ 役員名簿

（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿を言う。）
 ４ 就任承諾及び誓約書の写し（謄本）

（各役員が法第２０条各号に該当しないこと及び法第２１条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面）の謄本
　　　＊写し（コピー）を提出し、原本は団体で保管すること

 ５ 役員の住所又は居所を証する書面
　　　①日本国内に住む日本人は、住民票の写し（住民票のコピーではなく、区市町村長が交付した書面）

　　　②日本国内に住む外国人で外国人登録法の適用を受ける人は外国人登録済証明書

　　　③その他海外に住む日本人や外国人は、住所又は居所を証する権限の官公署が発給する文書

　　　＊書面が外国語で作成されている場合、翻訳者を明らかにした翻訳文を添付

　　　＊書面は提出前６ヶ月以内に発給されたもの

 ６ 社員のうち１０人以上の者の名簿

（社員のうち１０人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面）
 ７ 確認書

（法第２条第２項第２号及び法第１２条第１項第３号に該当することを確認したことを示す書面）
 ８ 設立趣旨書
 ９ 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
＊写し（コピー）を提出し、原本は団体で保管すること

 10 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書

 11 設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書
	２

２

２

２

１

２

２

２

２

２

２
	10
11
25
26
-

27
28
29
30
31

32


様式第１号 (第２条関係) 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日
　浜田市長 ○○○○  様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　郵便番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　住所又は居所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　(印)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号


特定非営利活動法人設立認証申請書
　特定非営利活動法人を設立することについて認証を受けたいので､ 特定非営利活動促進法施行条例第２条の規定により､ 関係書類を添えて申請します｡ 
記
１　特定非営利活動法人の名称
　　　特定非営利活動法人 ○○○○○

２　代表者の氏名
　　　○○○○

３　主たる事務所の所在地
浜田市○○○○○○○○○
４　その他の事務所の所在地
５　定款に記載された目的
　　　この法人は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

　　○○○の実現に寄与することを目的とする。
添付書類
　１　定　　款
　２　役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿を言う。）
　３　各役員が法第２０条各号に該当しないこと及び法第２１条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本
　４　各役員の住所又は居所を証する書面
　５　社員のうち10人以上の者の氏名 (法人にあっては､ その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面
　６　法第２条第２項第２号及び法第12条第１項第３号に該当することを確認したことを示す書面
　７　設立趣旨書
　８　設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
　９　設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
10 設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書
定款例と留意事項
　定款の記載例を示すと､ 次のとおりです｡ これは一般的な例を示したに過ぎませんので､ 実際にはその法人の特性に応じて取捨選択し､ 又は､ 必要な規定を付け加えるなどの検討が必要です｡ 
特定非営利活動法人○○○○○定款
　第１章　総　　　則
　 (名　称) 
第１条　この法人は､ 特定非営利活動法人○○○○○と称する｡ 
  ★ 名称については､ 特別の制限はないが､ 法令によって使用が禁止されている名称はもちろん､ 国又 は地方公共団体の機関や既存の法人又はその附属機関と誤認させるような名称を用いることは適当でなく､ これを避けた上で､ 法人の目的及び実態を適切に表現した社会通念上妥当な名称を使用することが必要です｡ 
  ★ 従来、法人の名称にローマ字などを用いることはできませんでしたが、商業登記規則の改正により平成１４年

１１月１日からローマ字その他の符号を用いることができるようになりました。
　　用いることができることとなった符号等は、次のとおりです。
　　（ア）ローマ字（大文字及び小文字）
　　（イ）アラビア数字
　　（ウ）「＆」（アンパサンド）　「’」（アポストロフィー）　「，」（コンマ）　「－」（ハイフン）「．」（ピリオド）　「・」（中点）
　　　　（ウ）の符号は、字句（日本語を含む。）を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。（法人名の先頭又は末尾に用いることはできません。）ただし、「．」（ピリオド）については、省略を表すものとして法人名の末尾に用いることができます。
　 (事務所) 
第２条　この法人は､ 事務所を島根県浜田市○○町○○番地に置く｡ 
　★ 事務所の表示は､ 町名地番まで表示することが望まれます｡ 
　★ 事務所を数個所設ける場合は､ そのすべてについて記載しなければなりません｡ 主たる事務所と従たる事務所を置く場合には､ ｢この法人は､ 主たる事務所を島根県浜田市○○町○○番地に､ 従たる事務所を島根県浜田市○○町○○番地に置く｡｣ としてください｡ 
　 (目　的) 
第３条　この法人は､ ( ① ) に対して､ ( ② ) に関する事業を行い､ ○○に寄与することを目的とする｡ 
　★設立趣旨を要約したような内容を分かりやすく記載して下さい。

　★ ①には､ 受益対象者の範囲について明確に記載して下さい｡ ②には､ 主要な事業を記載して下さい｡ 
　★ 宗教活動､ 政治活動を主たる目的としたり､ 選挙活動を目的とすることはできません｡ 

　 (活動の種類) 
第４条　この法人は､ 前条の目的を達成するため､ 次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
　　①　保健、医療又は福祉の増進を図る活動
　　②　まちづくりの推進を図る活動
　　③　・・・

　★　特定非営利活動促進法第２条別表に掲げる１７分野の活動のうち、該当するものを別表記載文のとおり記載します。ただし、別表の複数の活動に該当する場合には、該当する全ての活動を記載します。 
　 (活動に係る事業の種類) 
第５条　この法人は､ 第３条の目的を達成するため､ 次の事業を行う｡ 
　(1)　特定非営利活動に係る事業
　　①　○○○○事業
　　②　○○○○事業
　　…
　(2)　その他の事業
　　①　○○○○事業
　　②　○○○○事業
　　…
２　その他の事業から生じた収益は､ この法人が営む特定非営利活動に係る事業に使用しなければならない｡ 
　★　本条は､ ｢目的｣ とともに法人の権利能力の範囲を画するものですから､ 実際に行う事業を具体的に表示しなければなりません｡ 「その他必要な事業」などのあいまいな事業名は記載できません。
　★「その他の事業」とは、特定非営利活動以外の事業をいいます。特定非営利活動事業を支援するために純粋に収益を目的とする事業や特定非営利活動に該当しない会員間の相互扶助のための福利厚生、共済等の事業があげられます。ただし、その他の事業は特定非営利活動に係る事業に支障がない限り行うことができ、その収益を当該特定非営利活動に係る事業に使用しなければならない、という制限が規定されています。（法第５条第１項）

　第２章　会　　　員
　 (会員の種別) 
第６条　この法人の会員は､ 次の○種とし､ 正会員をもって特定非営利活動促進法における社員とする｡ 
　(1)　正会員　この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
　(2)　・・・
　　★　会員は､ 自然人､ 法人又は権利能力なき社団のいずれかであっても差し支えありません｡ 
　　★　正会員以外に賛助会員等会員の種類が複数ある場合は、正会員と区別して第２項以降に記載します｡ 
　　★　社員とは、総会で議決権を有する会員のことです。

　 (入　会) 
　※１　正会員の入会についての条件等を特に定めない場合
第７条　正会員の入会については、特に条件を定めない。 
２　正会員として入会しようとするものは､ 理事長が別に定める入会申込書により､ 理事長に申し込むものとし､ 理事長は､ 正当な理由がない限り､ 入会を認めなければならない｡ 
３　理事長は､ 前項のものの入会を認めないときは､ 速やかに､ 理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない｡ 
　※２　正会員の入会についての条件を定める場合
第７条　正会員は､ 次に掲げる条件を備えなければならない｡ 
　(1)　･･･
　(2)  ･･･
２　正会員として入会しようとするものは､ 理事長が別に定める入会申込書により､ 理事長に申し込むものとし､ 理事長は､ そのものが前項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは､ 正当な理由がない限り､ 入会を認めなければならない｡ 
３　理事長は､ 前項のものの入会を認めないときは､ 速やかに､ 理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない｡ 
　　★　第６条において､ 正会員以外の会員について定める場合には､ 正会員と区別して記載します｡

　　★  正会員の資格取得の条件は､ 目的等に照らして合理的かつ客観的なものでなければなりません｡ 
　 (入会金及び会費) 
第８条　会員は､ 総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない｡ 
　　★　入会金や会費が会の性格からして不相当に高額で､ 一般の人々を排除するようなものであってはなりません｡ 
　　★　入会金及び会費の額は､ 定款にこれを明示することが望まれます｡ 明示しない場合でも例文のように総会の議決事項とすべきです｡ 
　 (会員の資格喪失) 
第９条　会員が次のいずれかに該当する場合には､ その資格を喪失する｡ 
　(1)　退会したとき｡ 
　(2)　死亡し､ 若しくは失踪宣告を受け､ 又は会員である団体が消滅したとき｡ 
　(3)　継続して○年以上会費を滞納したとき｡ 
　(4)　除名されたとき｡ 
　 (退　会) 
第10条　会員は､ 理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 
　　★　会員に退会を許さないとすることはできません｡ 
　　★　会員の地位すなわち社員権は､ 相続や譲渡の対象となりませんので､ これを是認するような規定を設けることはできません｡ 
　 (除　名) 
第11条　会員が次のいずれかに該当する場合には､ 総会において正会員総数の３分の２以上の議決に基づき､ 除名することができる｡ ただし､ その会員に対し､ 議決の前に､弁明の機会を与えなければならない｡ 
　(1)　この法人の定款又は規則に違反したとき｡ 
　(2)　この法人の名誉を傷つけ､ 又は目的に反する行為をしたとき｡ 
　　★　除名は､ 法人の一方的意思によって会員たる資格を失わせるものですので､ 会員にとっても､法人の運営上も特に重要な事項であるので普通議決の例外として､ 議決要件を厳しくしておくことが適当です｡ 
　　★　第１号及び第２号に該当するかどうか客観的にとらえがたいので､ 除名されようとするものに弁明の機会を与える必要がります｡ 
　 (会費等の不返還) 
第12条　既納の入会金､ 会費その他の拠出金品は､ 返還しない｡ 
　　★　退会し､ 又は除名された会員に既に納入した金品を返還する旨の規定を設けることは適当でありません｡ 
　第３章　役　　　員
　 (役員の種別及び定数) 
第13条　この法人に次の役員を置く｡ 
　(1)　理　事　○人以上○人以内
　(2)　監　事　２人
２　理事のうち､ １人を理事長､ ○人を副理事長､ １人を専務理事、○人を常務理事とする｡ 
　　★　理事は３人以上､ 監事は１人以上置かなければなりません｡ 通常､ 理事の業務執行の適正を期するためには､ ２人以上の監事を置くことが適当です｡ 
　 (役員の選任等) 
第14条　理事及び監事は､ 総会において選任する｡ 
２　理事長､ 副理事長、専務理事及び常務理事は､ 理事会において互選する｡ 
３　理事及び監事は､ 相互にこれを兼ねることができない｡ 
４　役員のうちには､ それぞれの役員について､ その配偶者若しくは３親等以内の親族が１名を超えて含まれ､ 又は当該役員並びにその配偶者及び３親等以内の親族が役員の総数の３分の１を超えて含まれることになってはならない｡ 
　　★　役員は､ 自然人に限られます､ 成年被後見人､ 被補佐人等､ 法第20条に規定する欠格事由に該当する者は､ 役員となることができません｡ 
　　★　理事の資格を会員に限定することは適当でないとされていますが､ 当該法人の性格上､ どうしても役員の資格を制限したいときは､ ｢会員又は会員たる法人の代表者のうちから｣ 等の文言を置けば結構です｡
　　★　理事が監事を兼ねることができるとすると､ 監事を置く意味がなくなります｡ なお､ 監事は､ 法人の職員を兼ねてはなりません｡ 
　 (役員の職務) 
第15条　理事長は､ この法人を代表し､ 業務を総理する｡ 
２　副理事長は､ 理事長を補佐し､ 理事長に事故があるとき､ 又は理事長が欠けたときは､ 理事長があらかじめ指名した順序によって､ その職務を代行する｡ 
３　専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、常務を統括する。
４　常務理事は、理事会の議決に基づき、常務を分担処理する。
５　理事は､ 理事会を構成し､ 業務を執行する｡ 
６　監事は､ 次に掲げる業務を行う｡ 
　(1)　理事の業務執行の状況を監査すること｡ 
　(2)　この法人の財産の状況を監査すること｡ 
　(3)　前２号の規定による監査の結果､ この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には､ これを総会又は所轄庁に報告すること｡ 
　(4)　前号の報告をするために必要がある場合には､ 総会を招集すること｡ 
　(5)　理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について､ 理事に意見を述べ､若しくは理事会の招集を請求すること｡ 
　　★　理事が３人以上置かれた場合､ 各理事は､ 単独で法人を代表するものですが､ このように理事の互選による理事長にのみ代表権があると定めて他の理事の代表権を制限することも可能です｡ しかし､ このような理事の代表権に対する制限は､ その制限のあることを知らない第三者に対抗することができないものであることに注意を要します｡ 
　　★　理事長に事故があるとき､ 又は理事長が欠けたときは､ 副理事長などが自動的に代表権の行使ができるように規定しておくことが適当です｡ この場合において､ 副理事長が複数あるときは､ 職務の代行の順序に関する規定をおく必要があります｡ 
　　★　事務局長等の事務方の職務は、ここには記載しません。

　 (役員の任期) 
第16条　役員の任期は､ ○年とする｡ ただし､ 再任を妨げない｡ 
２　補欠又は増員により選任された役員の任期は､ 前任者又は現任者の残任期間とする｡ 
３　役員は､ 辞任の後においても､ 後任者が就任するまでは､ その職務を行わなければならない｡ 
４　後任役員が選任されていない場合に限り、総会における後任役員の選任までの間、前任役員の任期を伸長する。
　　★　役員の任期は､ ２年以内において定款で定めることとされています｡ 
　　★　理事又は監事のうち､ その定数の３分の１を超える者が欠けたときは､ 遅滞なくこれを補充しなければなりません｡
　　★　定款で役員を総会で選任することとしている場合にあっては、定款により、後任の役員が選任されていない場合に限り、任期の末日後最初の総会が終結するまで、任期を伸長することができます。 

　 (役員の解任) 
第17条　役員が次のいずれかに該当する場合には､ 総会において正会員総数の３分の２以上の議決に基づき解任することができる｡ ただし､ その役員に対し､ 議決の前に弁明の機会を与えなければならない｡ 
　(1)　心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき｡ 
　(2)　職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき｡ 
　 (役員の報酬) 
第18条　役員は､ その総数の３分の１以下の範囲で報酬を受けることができる。 
２　役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる｡ 
３　役員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項は､ 総会の議決を経て、理事長が別に定める｡ 
　第４章　総　　　会
　 (総会の種別) 
第19条　この法人の総会は､ 通常総会及び臨時総会の２種とする｡ 
　　★　総会は､ 法人の事務のうち､ 役員に委任したもの以外のすべての事務について議決することができます｡その範囲は､ 定款で定めるところによりますが､ 重要な事項のみに限定する方が法人が活動する上で妥当です｡
　　　  しかし､ 総会の専権事項とされている事項については､ 他の機関に委任することは許されず､定款の規定をもってしても左右することができないことに注意を要します｡ 
　 (総会の構成) 
第20条　総会は､ 正会員をもって構成する｡ 
　 (総会の権能) 
第21条　総会は､ 以下の事項について議決する｡ 
　(1)　定款の変更
　(2)　解散
　(3)　合併
　(4)　事業計画及び収支予算並びにその変更
　(5)　事業報告及び収支決算
　(6)　役員の選任又は解任､ 職務及び報酬
　(7)　入会金及び会費の額
　(8)　借入金 (その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く｡) その他新たな義務の負担及び権利の放棄
　(9)　事務局の組織及び運営
 (10)　その他運営に関する重要事項

　 (総会の開催) 
第22条　通常総会は､ 毎年○回開催する｡ 
２　臨時総会は､ 次のいずれかに該当する場合に開催する｡ 
　(1)　理事会が必要と認めたとき｡ 
　(2)　正会員の５分の１以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき｡ 
　(3)　監事から第１５条第６項第４号の規定により招集があったとき｡ 
　　★　総会は少なくとも毎年１回は定期的に開かなければなりません｡ 定款でこれを否定することはできません｡ また､ 実際上も､ 予算の承認と決算の承認は､ 同一日に議決することができない性質のものですので最小限２回は開くことが適当です｡ 
　　★　会員の総会の招集を要求する権利は奪うことのできないものであり､ 定款でこれを認めないとすることはできません｡ そして､ この場合の５分の１の数は､ 定款によって増減することができるものですが､ この数を増やすことにより､ 結果的にこの権利を行使することが､ 不可能となるものであるならば､ これは､ この請求権の否定につながるものであり､ 認められないことになります｡
　 (総会の招集) 
第23条　総会は､ 前条第２項第３号の場合を除いて、理事長が招集する｡ 
２　理事長は､ 前条第２項第１号及び第２号の規定による請求があったときは､ その請求があった日から３０日以内に臨時総会を招集しなければならない｡ 
３　総会を招集するときは､ 会議の日時､ 場所､ 目的及び審議事項を記載した書面をもって､ 少なくとも５日前までに通知しなければならない｡ 
　　★　理事長が総会を招集しないときは､ 監事､ 特別代理人等が総会を招集することができます｡ 
　　★　総会を招集するには､ 少なくとも５日前までに会員に会議の目的たる事項を示して通知しなければなりません｡ そして､ ５日前とは､ ５日前までに文書を発送すればよく､ 文書が到達しなければならないという意味ではありません｡ 
　 　　従って､ 郵送日数など考えて適当な期間を定めておくことが望ましいでしょう｡ 
 (総会の議長) 
第24条　総会の議長は､ その総会において､ 出席した正会員の中から選出する｡ 
　　★　｢総会の議長は､ 理事長がこれにあたる｡｣ と規定する方法もありますが､ 定款上正会員でない者が理事長になることがありうる場合は、必ず議長は正会員のうちから選任するというような規定をしなければなりません｡議長の行為は､ 議事運営に大きな影響を与えますので､ 特に総会にあっては､ 会議規程を定め､ その職務執行の方法などを明らかにしておくことが望ましいでしょう｡ 
　 (総会の定足数) 
第25条　総会は､ 正会員の過半数の出席がなければ開会することができない｡ 
　　★　会議の定足数については､ 特に法定されていませんが､ 少なくとも構成員の過半数以上にすることが望ましいでしょう｡ 

　 (総会の議決) 
第26条　総会の議事は､ この定款で特別に規定するもののほか､ 出席正会員の過半数をもって決し､ 可否同数のときは､ 議長の決するところによる｡ 
　　★　会員から表決権を奪うことは絶対に許されません｡ また､ 会員の表決権は､ １人１票を原則とします｡ ｢可否同数のときは､ 議長の決するところによる｣ とは､ 議長は､ 構成員としての議決権を行使するほかに､議長としての議決権も行使することができるという意味です｡ 
　 (総会の書面表決等) 
第27条　やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は､ あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し､ 又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる｡ 
２　前項の場合における前２条の規定の適用については､ その正会員は出席したものとみなす｡ 
· 総会における表決権の行使は､ 会員自らが出席して行使するのが原則ですから､ 書面表決又は代理人による表決を禁止する旨の規定を置くことも可能です｡ しかし､ 会員数が極めて多い場合には､ これを禁止すると事実上開催することができなくなる場合が多いでしょう｡ 代理人については､ 他の会員に限ると規定することも､ 会員以外の者でもよい旨規定することも可能です｡ 

　 (総会の議事録) 
第28条　総会の議事については､ 次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない｡ 
　(1)　日時及び場所
　(2)　正会員の現在員数､ 出席者数及び出席者氏名 (団体会員にあっては､ 名称及び出席者氏名､ 書面表決者及び表決委任者の場合にあっては､ その旨を付記すること｡) 
　(3)　開催目的､ 審議事項及び議決事項
　(4)　議事の経過の概要及びその結果
　(5)　議事録署名人の選任に関する事項
２　議事録には､ 議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が､ 署名押印をしなければならない｡ 
　　★　会議が有効に成立し､ 有効に議決されたことを証明するためにも議事録を作成する必要があります｡ 
　第５章　理　事　会
　 (理事会の構成) 
第29条　理事会は､ 理事をもって構成する｡ 
　　★　理事会については､ 必ずしも置くことを要しませんが､ 理事が数人ある場合には､ 定款に別段の定めのないときは､ 法人の事務は理事の過半数で決することとされていますので､ 通常､ 法人の事務の決定のため､ 理事の合議体として理事会を設ける必要があります｡

　　★　理事会は､ 構成員以外の者が出席できるかどうかを明らかにしておく必要があります｡ 構成員以外の者が出席できるとした場合でも､ その者が討論や採決に加われないことや､ 議長に発言を求められたとき以外は発言できないことなど､ 必要な事項は､ 規則､ 規程等において明らかにし､ 紛争の生じないようにしておく必要があります｡ 
　 (理事会の権能) 
第30条　理事会は､ この定款で別に定めるもののほか､ 次の事項を議決する｡ 
　(1)　総会に付議すべき事項
　(2)　総会の議決した事項の執行に関する事項
　(3)　その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
　（理事会の開催）
第31条　理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
　(1)　理事長が必要と認めたとき｡ 
　(2)　理事の３分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって開催の請求があったとき｡
　(3)　第１５条第６項第５号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

　 (理事会の招集) 
第32条　理事会は､ 理事長が招集する｡ 
２　理事長は､ 前条第２号及び第３号の規定による請求があったときは、その請求があった日から

１４日以内に理事会を招集しなければならない｡
３　理事会を招集するときは､ 会議の日時､ 場所､ 目的及び審議事項を記載した書面をもって､ 少なくとも５日前までに通知しなければならない｡ 
　 (理事会の議長) 
第33条　理事会の議長は､ 理事長がこれに当たる｡ 
　 (理事会の定足数等) 
第34条　理事会には､ 第２５条から第２８条までの規定を準用する｡ この場合において､これらの条文中 ｢総会｣ 及び ｢正会員｣ とあるのは､ それぞれ｢理事会｣ 及び ｢理事｣ と読み替えるものとする｡ 
　第６章　資産及び会計
　 (資産の構成) 
第35条　この法人の資産は､ 次に掲げるものをもって構成する｡ 
　(1)　設立当初の財産目録に記載された資産
　(2)　入会金及び会費
　(3)　寄附金品
　(4)　財産から生ずる収入
　(5)　事業に伴う収入
　(6)　その他の収入
　　★　定款には､ 資産に関する規定を必ず置かなければなりません｡ その内容としては､ すでに規定した会費に関する事項のほかに､ 資産の構成､ 運用方法に関する事項などがあります｡ 
　 (資産の管理) 
第36条　この法人の資産は､ 理事長が管理し､ その方法は､ 総会の議決を経て理事長が別に定める｡ 
　 (経費の支弁) 
第37条　この法人の経費は､ 資産をもって支弁する｡ 
　 (会計の区分) 
第38条　この法人の会計は､ これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の２種とする｡ 
· 特定非営利活動に係る事業のみを行う場合には、記載を要しません。 

　 (事業計画及び予算) 
第39条　この法人の事業計画及び収支予算は､ 理事長が作成し､ 毎会計年度開始前に総会の議決を経て定める｡ 
　　★　収支予算については､現ＮＰＯ法上は必ず作成しなければならない旨の規定はありませんが、その性質上､予め､作成しておく方がよいでしょう｡ 
　　 　事業計画書及び収支予算書を総会の承認にかけようとするときは､ 本例の場合にあっては､ 第30条第１号の規定により理事会の事前の承認が必要となっていることに注意を要します｡ 
　 (暫定予算) 
第40条　前条の規定にかかわらず､ やむを得ない理由により予算が成立しないときは､理事長は理事会の議決を経て､ 予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる｡
２　前項の収入支出は､ 新たに成立した予算の収入支出とみなす｡ 
　 (事業報告及び決算) 
第41条　この法人の事業報告書､ 収支計算書､ 貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は､ 毎事業年度終了後､ 速やかに､ 理事長が作成し､ 監事の監査を受け､ 総会の議決を経なければならない｡ 
２　決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 
　　★　営利を目的としないので、剰余金は構成員（役員、会員等）に分配してはなりません。
　 (長期借入金) 
第42条 この法人が資金の借入れをしようとするときは､ その事業年度収入をもって償還する短期借入金を除き､ 総会において３分の２以上の議決を得なければならない｡ 

　 (事業年度) 
第43条　この法人の事業年度は､ 毎年､ ４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる｡ 
　　★　事業年度の定め方については､ 別に制限はありませんが､ 通常は､ ４月１日から翌年３月３１日まで、又は１月１日から１２月３１日までと定めているところが多数あります｡ 
　第７章　事　務　局
　 (設置等) 
第44条　この法人の事務を処理するため､ 事務局を設置する｡ 
２　事務局の職員は､ 理事長が任免する｡ 
３　事務局の組織及び運営に関し必要な事項は､ 総会の議決を経て理事長が別に定める｡ 
　　★　ある程度規模の大きい法人にあっては､ 事務を処理するために事務局のような補助組織が必要になる場合が多くあります｡ このような補助組織を設ける場合は､ その組織､ 局長などの事務分掌､ 専決及び代決事項､ 法人印の保管及び使用に関する事項､ 職員の給与その他の待遇などのうち必要なものについて規程を定めておかなければなりません｡ 
　第８章　定款の変更､ 解散及び合併
　 (定款の変更) 
第45条　この定款は､ 総会において正会員総数の２分の１以上が出席し､ その出席者の４分の３以上の議決を経､ かつ軽微な事項に係る変更以外のものについては､ 所轄庁の認証を得なければ変更することができない｡ 
　　★　いかなる場合においても定款の変更を認めないとすることは許されません｡ また､ 定款の変更は､ 総会の専権事項であり､ 他の機関がこれに代わって行う旨の規定を設けても､ その規定は無効です｡また､ 定款の変更は､ 軽微なものを除いて所轄庁の認証がないと効力が生じません｡ 定款によってこれを排斥することはできません｡ ｢４分の３｣ の数については､ これを変更することができますが､ このような重要事項を少数の会員の意思によって行われることのないように､ 変更する場合でも､ 少なくとも３分の２以上とすべきです｡ 軽微な事項に係る変更とは､ 事務所の所在地 (所轄庁の変更を伴わないものに限る｡)､ 資産に関する事項､ 公告の方法に係る変更をいいます｡ 
　 (解　散) 
第46条　この法人は､ 特定非営利活動促進法第３１条第１項第３号から第７号の規定によるほか､ 総会において正会員総数の４分の３以上の議決を経て解散する｡ 
２　目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能により解散する場合は､ 所轄庁の認定を受けなければならない｡ 
· 解散は､ 総会の専権事項であり､ 他の機関がこれに代わって議決することができないことは､定款の変更の場合と同様であり､ ｢４分の３｣ についても定款の変更の場合と同様の趣旨です｡ 

　 (残余財産の帰属) 
第47条　この法人が解散（合併又は破産による解散を除く。）したときに残存する財産は､特定非営利活動促進法第１１条第３項の規定に従い、総会において正会員総数の４分の３以上の議決を経て選定する｡ 
　　★　非営利法人としての性質から､ 解散後の残余財産は､ 社員に分配してはなりません｡ 
　　★　残余財産については (合併・破産を除いて)､ 清算終了のときに定款で定めるところに帰属します｡ 定款でこれを定めるときは､ 特定非営利活動法人その他次に掲げる者のうちから選定されるようにしなければなりません｡ 
　　　 １　国又は地方公共団体
　　　 ２　民法第34条の規定により設立された法人
　　　 ３　私立学校法第３条に規定する学校法人
　　　 ４　社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
　　　 ５　更正保護事業法第２条第６項に規定する更正保護法人
　　★　定款に帰属先を定めていない場合は､ 清算人は所轄庁の認証を得てその財産を国又は地方公共団体に譲渡することができます｡ 
　 (合　併) 
第48条　この法人は､ 総会において正会員総数の４分の３以上の議決を経､ かつ所轄庁の認証を得て､ 他の特定非営利活動法人と合併することができる｡ 
　　★　合併は､ 総会の専権事項であること及び ｢４分の３｣ の数についても定款の変更の場合と同様の趣旨です｡ 
　第９章　書類の備置き及び閲覧
　 (書類の備置き) 
第49条　この法人は､ 毎事業年度初めの３月以内に､ 前事業年度における次の書類を作成し､ これらを､ その翌々事業年度の末日までの間､ 主たる事務所に備え置かなければならない｡ 
　(1)　前事業年度の事業報告書・財産目録・貸借対照表及び収支計算書
　(2)　役員名簿 (前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者について前事業年度における報酬の有無を記載した名簿) 
　(3)　社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面
　　★　法第28条第１項参照｡ 
　 (閲　覧) 
第50条　会員及び利害関係人から前条の書類及び定款若しくはその認証若しくは登記に関する書類の写しの閲覧請求があったときは､ これを拒む正当な理由がない限り､ これに応じなければならない｡ 
　　★　法第28条第２項参照｡ 
　第10章　補　　　則
　 (公　告) 
第51条　この法人の公告は官報においてこれを行う｡ 
　　★　公告の方法は､ 定款で定めておく必要があります｡

　　★　公告とは、弟三者の権利を保護するため、第三者の権利を侵害する恐れのある事項について、広く一般の人に知らせることです。ＮＰＯ法で公告すべき事項として定められているのは次の３つです。

　　　　　①合併（法第３５条第２項）

　　　　　②解散申出（法第40条で準用する民法第79条第１項）

　　　　　③清算中の破産（法第40条で準用する民法第81条第１項）

　　　　　　法が準用する民法が平成１８年５月１日に改正され、②及び③については、官報に必ず公告する必要があります。

　　　　　　日刊新聞など、官報以外の公告方法を規定している場合は、この公告方法に加え、官報でも公告する必要がありますのでご注意下さい。

①については、特に定めはありませんが、債権者の保護に資する方法で公告する必要があります。

　 (委　任) 
第52条　この定款の施行について必要な事項は､ 総会の議決を経て理事長が別に定める｡ 
　　　附　　　則
１　この定款は､ この法人の成立の日から施行する｡ 
　　★　附則は、法人として成立した後に定款の各条文の規定に従って決定するのではなく、法人として成立時点（設立当初）で決まっていなければならない事項を定めたものです。従って、附則の変更はありません。

２　この法人の設立当初の役員は､ 次のとおりとし､ その任期は､ 第16条第１項の規定にかかわらず､ 平成○年○月○日までとする｡ 
 　理 事 長　　　○　○　○　○
 　副理事長　　　○　○　○　○
 　理　　事　　　○　○　○　○
 　理　　事　 　 ○　○　○　○
 　　 同　　 　　○　○　○　○
 　監　　事　　　○　○　○　○
 　　 同　　　　 ○　○　○　○

· 設立当初の役員は､ 定款で定めなければなりません｡ 

· 役員の任期満了日と事業年度終了日を同じ日に設定すると、事業年度終了とともに役員不在となってしまいますので、役員の任期を、２年以内で事業終了日より２～３ヶ月ずらして、その間に総会等で新たな役員を選任すると良いでしょう。総会で役員を定める法人で、第１６条で役員任期満了日後の最初の総会まで前任役員の任期を伸ばす規定を定めた場合は、役員任期と事業年度終了日を同じ日にすることも可能です。

３　この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は､ 第３９条の規定にかかわらず､ 設立総会の定めるところによる｡ 
４　この法人の設立当初の事業年度は､ 第４３条の規定にかかわらず､ 成立の日から平成○年○月○日までとする｡ 

　★　設立当初の事業年度は、法人成立の日が事業年度の始期に一致するとは限りませんので、定款規定の事業年度を超える期間となっていても差し支えありません。

　　　これは、認証の申請期日によっては、事業年度の始期の前に法人が成立するか、後に成立するかが微妙なタイミングとなる場合があることと、また、認証期日が事業年度の終期の直前である場合、極めて短い期間の事業計画書となり、これでは事業の実施計画を十分に説明しきれないと考えられるからです。

５　この法人の設立当初の入会金及び会費は､ 第８条の規定にかかわらず､ 次に掲げる額とする｡ 
 (1)　入会金　○○○○円
 (2)　年会費　○○○○円
★　正会員以外の会員について定める場合には､ 正会員と区別して記載します｡ 

【法人成立後定款を変更する場合の附則の記載例】

★次のように定款変更の度に附則を追加し、定款変更の履歴を定款本体で管理するのが望ましいでしょう。




役　　　員　　　名　　　簿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特定非営利活動法人○○○○○
	役　名
	氏　　　名
	住所又は居所
	役員報酬の有無

	理　事
理　事
　
　
監　事
監　事
	○　○　○　○
○　○　○　○
　
　
○　○　○　○
○　○　○　○
	島根県浜田市殿町１番地
島根県浜田市○○町○○番地
○○県○○市○○町○○番地
○○県○○市○○町○○番地
	有
無
・
　
・
　
無
無


　 (備考) 
　　１　 ｢役名｣ の欄には､ 理事､ 監事の別を記載します｡

　　２　住所又は居所は、住民票の住所の記載と一致させます。
    ３　「役員報酬の有無」の欄には、報酬の有・無を記載します。

　　４　特定非営利活動法人が、私物化されるのを防ぐため、法第２１条により、「役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が１人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない。」と規定されていますので注意が必要です。

具体的には、役員総数が４人又は５人の場合、配偶者若しくは三親等以内の親族ペアがあってはだめで、役員総数が６人以上の場合に限り、配偶者若しくは三親等以内の親族ペアがいくつあってもよいということになります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日
　特定非営利活動法人○○○○○　御中
就任承諾及び誓約書

　　　　　　　　　　　　　　　住所又は居所
　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　（印）

　私は､ 特定非営利活動法人○○○○○の理事（又は監事）に就任することを承諾するとともに、特定非営利活動促進法第20条各号に該当しないこと及び同法第21条の規定に違反しないことを誓約します。 
              　　     　   ＊原本を複写し、下記の通り証明したものを提出して下さい。
	 この謄本は、原本と相違ありません
　　　  平成　　年　　月　　日
   特定非営利活動法人 ○○○○○
     設立代表者
       住　所
       氏　名                 （印）


（備　考）

社員のうち10人以上の者の名簿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特定非営利活動法人○○○○○
	氏　　　　　名
	住 所 又 は 居 所

	○　○　○　○

○　○　○　○

・

・

・

・

・

株式会社　□□□□

代表取締役社長

　　　○　○　○　○


	　島根県浜田市○○町○○番地

島根県浜田市○○町○○番地

・

・

・

・

・

　島根県○○市○○町○丁目○番○○号




　 (備考) 
　　１　この名簿は、法律上の社員にあたる会員が１０人以上いるかを確認するための書面であり、社員全員の名簿ではありません。従って、最低１０人記載してあれば問題ありません。

　　２　団体会員を記載する場合は、氏名欄に「団体名」「代表者の肩書」「代表者名」を記載して下さい。また、住所欄は、団体の所在地を記載して下さい。
確　　　　　認　　　　　書
　 特定非営利活動法人○○○○○ は､ 特定非営利活動促進法第２条第２項第２号及び同法第１２条第１項第３号に該当することを､ 平成○年○月○日に開催された設立総会において確認しました｡ 
　　　平成　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　特定非営利活動法人○○○○○ 
　　　　　　　　　　　　　　設立 (代表) 者　
　　　　　　　　　　　　　　住所又は居所
　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　（印）

　（備　考）



設　　立　　趣　　旨　　書
１　趣　　　旨

２　申請に至るまでの経過

　　　　　平成　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　 特定非営利活動法人○○○○○
　　　　　　　　　　　　　　　　設立 (代表) 者　
　　　　　　　　　　　　　　　　住所又は居所
　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　（印）
特定非営利活動法人○○○○○設立総会議事録
１　開催の日時　　平成○○年○○月○○日（○）午前○○時から午後○○時○○分まで
２　開催の場所　　島根県○○市○○町○○丁目○○番○○号

　　　　　　　　　　○○センター○○会議室
３　出席会員数　　　　人 (うち表決委任者　　人､ 書面表決者　　人) 
４　出席者氏名　　別紙出席者名簿のとおり
５　議　　　事
　(1)　議長選任の件

　　　　 司会より、○○○○氏を議長に指名し、全員異議なくこれを承認した。
　(2)　議事録署名人選任の件

　　　 　議長より、本日の議事をまとめるに当たり、議事録署名人２名を選任することを諮り、○○○○氏及び△△△△氏を選任することを全員異議なく承認した。
　(3)　第１号議案 　特定非営利活動法人○○○○設立の件

   　　　  議長より設立趣旨書を配布し、この趣旨をもとに特定非営利活動法人○○○○

を設立したい旨諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
　　 　第２号議案 　確認書の確認の件

議長から、特定非営利活動法人○○○○が特定非営利活動促進法第２条第２項第２号及び第１２条第１項第３号に該当することについて、満場一致で確認した。
 　　　第３号議案　 定款に関する件

　　　　　 議長より定款案を配布し、審議したところ、全員異議なくこれを了承した。
 　　　第４号議案　 設立当初の資産に関する件
 　　　    議長より設立当初の財産目録案を配布し、全員異議なくこれを承認した。

第５号議案 　設立当初の入会金及び会費に関する件

　　　　　 議長より設立当初の入会金及び会費について諮り、審議の結果、入会金を正会員○○○円、賛助会員○○○円、年会費を正会員○○○円、賛助会員○○○円（１口以上）とすることで全員異議なくこれを承認した。
 　　　第６号議案 　事業計画及び収支予算に関する件

           議長より平成○○年度及び平成△△年度の事業計画書及び収支予算書を配布し、詳細に審議したところ、全員異議なくこれを承認した。

 　　　第７号議案 　設立当初の役員に関する件
　　　     議長より設立当初の役員の人選について諮り、審議の結果、理事に○○○○氏、

○○○○氏、○○○○氏、監事に○○○○氏、とすることを全員異議なくこれを承認した。また、理事のうち理事長に○○○○氏、副理事長に○○○○氏とすることについても、全員異議なく承認した。

第８号議案　 設立代表者選任に関する件

    議長より設立代表者の人選について諮り、審議の結果、○○○○氏を設立代表者とすることで全員異議なくこれを承諾した。

 　　　第９号議案 　設立認証申請に伴う申請書類等の字句の修正等に関する件

           議長が、設立認証の申請書類の提出に当たり、申請書類の字句や軽微な事項の修正が必要となった場合には、設立代表者に一任してよいかどうか諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
 　　　第　号議案　　　　に関する件 (以下略) 
　以上をもって議事を全部終了し､ 　　時　　分に閉会した｡ 
この議事録が正確であることを証するため､ 議長及び議事録署名人次に署名押印する｡ 
　　　　　平成　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　議　　　　長　　　　自　　　署　　（印）
　　　　　　　　　　　　　　　　　議事録署名人　　　　自　　　署　　（印）　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　議事録署名人　　　　自　　　署　　（印）　　　
	この謄本は、原本と相違ありません。
　　　 平成　　年　　月　　日
   特定非営利活動法人　○　○　○
     設立代表者
       住　所
       氏　名                 （印）


平成○○年度事業計画書

成立の日から平成○○年○○月○○日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　特定非営利活動法人○○○○○ 
１　事業実施の方針
２　事業の実施に関する事項
　(1)　特定非営利活動に係る事業
	事業名
	事 業 内 容
	実施予定
日時
	実施予定
場所
	従事者の
予定人数
	受益対象者の範囲
及び予定人数
	支出見込み
額(千円)

	
	
	
	
	
	
	




　(2)　その他の事業
	事業名
	事 業 内 容
	実施予定
日時
	実施予定
場所
	従事者の
予定人数
	支出見込み
額(千円)

	
	
	
	
	
	


　 (備考) 
1 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書をそれぞれ別葉として作成します｡

2 2の､ (1)には「特定非営利活動に係る事業」､ (2)には「その他の事業」について区分を明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
らかにして記載します｡ 
　　3　2の(1)については、事業毎に事業名､ 事業内容､ 実施予定日時､ 実施予定場所､ 従事者の予定人数､ 受益対象者の範囲及び予定人数並びに支出見込み額をそれぞれ記載します｡ 
　　4　2の(1)のうち ｢受益対象者の範囲及び予定人数｣ の欄には､ 具体的な受益対象者及び予定人数を記載します｡ 
　　5　2の(2)については、事業毎に事業名､ 事業内容､ 実施予定日時､ 実施予定場所､ 従事者の予定人数及び支出見込み額をそれぞれ記載します。定款上、「その他の事業」に関する事項を定めている場合は、設立当初の事業年度及び翌事業年度に実施予定がなくても「予定なし」の旨を記載します。 
　　6　「その他の事業」を行う場合には、次の条件を満たすことが必要です。

　　　　①支出見込額　　　　　　　特定非営利活動に係る事業 ＞ その他の事業

　　　　②従事予定者の予定人数　　特定非営利活動に係る事業 ＞ その他の事業

平成○○年度 特定非営利活動に係る事業会計収支予算書
成立の日から平成○○年○○月○○日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特定非営利活動法人○○○○○
	科 　　　　  目
	金   　  額
	摘　要

	 Ⅰ　収　入　の　部
   1　財産運用収入
  　  　……………………
   2　会費・入会金収入
  　　  ……………………
   3　事業収入
    　　△△△△事業収入
 　   　□□□□事業収入
4 寄附金収入

5 その他の事業会計からの繰入金

 　   当期収入合計 (Ａ)
 　　 収入合計 (Ｂ)
 Ⅱ　支　出　の　部
   1　事　業　費
 　　 　△△△△事業費
 　　 　□□□□事業費
 　　 　・・・・・・・・・・
   2　管　理　費
 　 役員報酬

 　 　　通信運搬費

家賃
 　 　　光熱水費

　　　　消耗品費
3　予　備　費

 　 　当期支出合計 （Ｃ）
 　 　当期収支差額 (Ａ)－(Ｃ)
 　　 次期繰越収支差額 (Ｂ)－(Ｃ)
	  ×××
  ×××
  ×××
  ×××
  ×××
  ×××
  ×××
  ×××
  ×××
×××

×××
×××

	  ×××
  ×××
×××
  ×××
×××
　

　

  
×××
×××
×××

	×××
  ×××
××× 
×××

×××
	


 (備考) 
　1　設立当初の事業年度び翌事業年度の収支予算書は、それぞれ別葉として作成します｡ 
  2  その他の事業から収益が生じる場合には、その他の事業会計収支予算書及び特定非営利活動に係る事業会計収支予算書について、その他の事業会計から特定非営利活動に係る事業会計への繰入が明らかになるような科目を追加します。

 3  摘要欄には、予算の算定基礎等を記載して下さい。
平成○○年度 その他の事業会計収支予算書
成立の日から平成○○年○○月○○日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特定非営利活動法人○○○○○
	科 　　　　  目
	金   　  額
	摘　要

	 Ⅰ　収　入　の　部
   1　事業収入
    　　△△△△事業収入
 　   　□□□□事業収入
 　   当期収入合計 (Ａ)
 　　 収入合計 (Ｂ)
 Ⅱ　支　出　の　部
   1　事　業　費
 　　 　△△△△事業費
 　　 　□□□□事業費
 　　 　………………………
   2　特定非営利活動に係る事業会計

への繰出金

 　 　

当期支出合計 （Ｃ）
 　 　当期収支差額 (Ａ)－(Ｃ)
 　　 次期繰越収支差額 (Ｂ)－(Ｃ)
	  ×××
  ×××
×××
×××
×××

	
  ×××

　×××
　×××
 
	×××
×××
×××
  ×××

××× 
×××
	


 (備考) 
　1　この「その他の事業収支予算書」は、定款上「その他の事業」に関する事項を定めている場合に作成します。
2 設立当初の事業年度び翌事業年度の収支予算書は、それぞれ別葉として作成します｡ 
  3  その他の事業から収益が生じる場合には、その他の事業会計収支予算書及び特定非営利活動に係る事業会計収支予算書について、その他の事業会計から特定非営利活動に係る事業会計への繰入が明らかになるような科目を追加します。

　4　設立当初の事業年度及び翌事業年度に実施予定がなくても、その旨を明らかにするために、収入支出０円の収支予算書を作成します。

  5  摘要欄には、予算の算定基礎等を記載して下さい。
毎事業年度終了後の書類（事業報告書等）の作成・提出

１　毎年の書類の作成及び備置き（法第２８条第１項）

法人は、毎事業年度の初めの３ヶ月以内に、前事業年度の事業報告書等を次の①から⑥の書類を作成して、その年の翌々年の末日までの間（３年間）、主たる事務所に備え置かなければなりません。

	法人が年１回作成し、主たる事務所に３年間備え置く書類
	様式

参照頁

	①事業報告書
②財産目録
③貸借対照表
④収支計算書
⑤役員名簿
　（前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びに

これらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿）

⑥社員のうち10人以上の者の名簿
	36

37

38

39

41

42


２　毎年の書類の提出（法第29条第１項、条例第３条）

法人は、毎事業年度の初めの３ヶ月以内に、前事業年度の次の①から⑦の書類を、浜田市に

提出しなければなりません。

	年１回の提出書類

＜前事業年度に定款を変更しなかった場合＞
	提出

部数
	様式

参照頁

	①事業報告書等提出書

②事業報告書
③財産目録
④貸借対照表
⑤収支計算書
⑥役員名簿
　（前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居

所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した

名簿）

⑦社員のうち10人以上の者の名簿
	１

２

２

２

２

２

２
	35

36

37

38

39

41

42


前事業年度に定款変更をした場合は、上記①から⑦の書類に加えて、次の書類も提出して下さい。

	年１回の提出書類

＜前事業年度に定款を変更した場合＞
	提出

部数

	上記①から⑦の書類に加えて

⑧記載事項に変更があった定款
⑨定款変更に係る認証書類の写し(＝浜田市長から交付した認証書のコピー)※１
⑩定款変更に係る登記書類の写し(＝変更後の登記の履歴事項全部証明書のコピー）※２
	２
２
２


· １「軽微な事項」に係る定款変更の場合、所管庁の認証は必要ないので（届出のみ）この書類

　　　　の提出は不要です。

· ２  登記事項以外の事項を変更した場合は、この書類の提出は不要です。

事業報告書等提出書

平成　　年　　月　　日

浜田市長 ○○○○　様

特定非営利活動法人 ○○○○○

代表者　住所又は居所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　（印）

特定非営利活動促進法第２９条第１項の規定に基づき下記の書類を提出します。

記

１　前事業年度の事業報告書

２　前事業年度末の財産目録

３　前事業年度末の貸借対照表

４　前事業年度の収支計算書

５　前事業年度の役員名簿（前事業年度に役員だったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者について前事業年度における報酬の有無を記載した名簿）

６　前事業年度の社員のうち１０人以上の者の名簿（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）及び住所又は居所を記載した書面

＜前事業年度に定款変更をした場合＞

７　記載事項に変更があった定款

８　定款の変更に係る認証に関する書類の写し（浜田市長から交付した認証書のコピー）

９　定款の変更に係る登記に関する書類の写し（変更後の登記の履歴事項全部証明書のコピー）

※添付書類は２部提出して下さい。

平成○○年度事業報告書
平成　　年　　月　　日から平成　　年　　月　　日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　特定非営利活動法人○○○○○ 
・理事会（開催年月日　平成　年　月　日）

議決事項の概要

・総会　（開催年月日　平成　年　月　日）

　議決事項の概要

1　事業の成果
2　事業の実施に関する事項
　(1)　特定非営利活動に係る事業
	事業名
	事　業　内　容
	実施日時
	実施場所
	従事者

の人数
	受益対象者の
範囲及び人数
	支出額
(千円)

	●●事業

■■事業
	
	毎週月・木

月から金
	市内

□□会館
	○人

　○人
	●●に関心のある市民

延べ▲▲人
	




　(2)　その他の事業
	事業名
	事　業　内　容
	実施日時
	実施場所
	従事者の
人数
	支出額
(千円)

	●●事業

■■事業
	
	
	
	
	


　 (備考) 
　　1　2の､ (1)には「特定非営利活動に係る事業」､ (2)には「その他の事業」について区分を明らかにして記載します。 
　　2　2の(1)については、事業毎に事業名､ 事業内容､ 実施日時､ 実施場所､ 従事者の人数､ 受益対象者の範囲及び人数並びに支出額をそれぞれ記載します｡ 
　　3　2の(1)のうち ｢受益対象者の範囲及び人数｣ の欄には､ 具体的な受益対象者及び人数を記載します｡ 
4　2の(2)については、事業毎に事業名､ 事業内容､ 実施日時､ 実施場所､ 従事者の人数及び支

出額をそれぞれ記載します。定款上、「その他の事業」に関する事項を定めている場合は、当該事業年度に実施しなかった場合も「実施しなかった」旨を記載します。

平成　　年度●●●●会計の財産目録

平成　　年　　月　　日現在


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特定非営利活動法人○○○○○ 
	科　　目・摘　　要
	金　　　　　額

	Ⅰ　資　産　の　部
  １　流　動　資　産
  　　　現　金　預　金
  　　　　現　　金　現金手許有高
  　　　　普通預金　△△銀行◇◇支店
  　　　　未収会費　××年度会費×名分
  　　　　…………　……………
  　　　　…………　……………
              流 動 資 産 合 計
  ２　固　定　資　産
  　　　車両運搬具　△△△△

　　　　什器備品　　ﾊﾟｿｺﾝ△台

土　　地　　△△平米
  　　　利付国債　　◇◇銘柄
              固 定 資 産 合 計
              資　 産　 合　 計

 Ⅱ　負　債　の　部
  １　流　動　負　債
    　　短期借入金　△△銀行◇◇支店
  　　　預　り　金　職員に対する源泉所得税 
 　 　　…………　……………
             流 動 負 債 合 計
  ２　固　定　負　債
　 　　 長期借入金　△△銀行◇◇支店
　 　　 退職給与引当金
　 　 　・・・・　・・・・・
　 　 　・・・・　・・・・・
             固 定 負 債 合 計
             負　 債 　合 　計

　　　　 　　正　 味　 財　 産
	  ×××
  ×××
  ×××
  ×××
  ×××
×××
  ×××
  ×××
  ×××
  ×××
  ×××
  ×××
   ×××
   ×××
   ×××
   ×××


	
  ×××
×××

  ×××

×××
	  ×××
  ×××

  ×××


 (備考) 
　１　●●●●の部分には､ ｢特定非営利活動に係る事業｣､ 又は「その他の事業」を行う場合には、 ｢その他の事業｣ と記載し､ 事業毎に区分して別葉として作成します｡ 
　２　金額が全て０円でも作成する必要があります。

平成　　年度●●●●会計の貸借対照表
平成　　年　　月　　日現在
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特定非営利活動法人○○○○○ 
	科　　目・摘　　要
	金　　　　額

	 Ⅰ　資　産　の　部
   １　流　動　資　産
　   　　現金
　 　  　普通預金
　 　　  未収金
　 　　  ……………
             流 動 資 産 合 計
   ２　固　定　資　産
　 　  　車両運送具
　 　　  什器備品
　　　   ……………
　　　   ……………
             固 定 資 産 合 計
             資　 産　 合　 計
 Ⅱ　負　債　の　部
   １　流　動　負　債
　   　　短期借入金
　　     未払い金
　　　   預り金
             流 動 負 債 合 計
   2 　固　定　負　債
　　   　長期借入金
　　　   ……………
　　　   ……………
             固 定 負 債 合 計
             負　 債 　合 　計
 Ⅲ　正味財産の部
　   　前期繰越正味財産
　   　当期正味財産増加額 (減少額)
　　  　　 　正 味 財 産 合 計
　　　   　　負債及び正味財産合計
	  ×××
  ×××
  ×××
  ×××
  ×××
  ×××
  ×××
  ×××
  ×××
  ×××
  ×××
  ×××
  ×××
  ×××

	
  ×××

  ×××
  ×××

  ×××
  ×××
  ×××
	  ×××
  ×××
  ×××
  ×××


 (備考) 
１　●●●●の部分には､ ｢特定非営利活動に係る事業｣､ 又は「その他の事業」を行う場合には ｢その他の事業｣ と記載し､ 事業毎に区分して別葉として作成します｡

２　金額が全て０円でも作成する必要があります。

平成　　年度　特定非営利活動に係る会計の収支計算書
平成　　年　　月　　日から平成　　年　　月　　日まで
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特定非営利活動法人○○○○○ 
	科 　　  　　　目
	金　　　　額

	 Ⅰ　収　入　の　部
   １　財産運用収入
　   　　････････････････
　　   　････････････････
 　２　会費・入会金収入
　　   　････････････････
   ３　事　業　収　入
　  　 　◇◇◇事業収入
　　　   ▲▲▲事業収入
　       ･･････････････

４  その他の事業会計からの繰入金

   ５　･･･････････････････
　   　･･･････････････････

当期収入合計 (Ａ)
　　   前期繰越収支差額
　   　収入合計 (Ｂ)
 Ⅱ　支　出　の　部
   １　事業費
　   　　◇◇◇事業費
　　   　▲▲▲事業費
　　　   普及啓発事業費
   ２　管理費
　   　　役員報酬
　     　通信運搬費
   　　　光熱水費

　　　　 消耗品費

　　　　 租税公課
　   　　………………………
　   　当期支出合計 (Ｃ)
　　   当期収支差額 (Ａ) － (Ｃ)
　　   次期繰越収支差額 (Ｂ) － (Ｃ)
	   ×××
   ×××
×××
   ×××
   ×××
   ×××
×××
×××
   ×××
   ×××
   ×××
   ×××
   ×××

×××

×××

×××

×××


	  ×××
×××
  ×××
  ×××
×××
  ×××
  ×××
   
	　×××

×××

  ×××
  ×××
  ×××
  ×××


 (備考) 
　１  その他の事業から収益が生じた場合には、その他の事業会計収支計算書及び特定非営利活動に係る事業会計収支計算書について、その他の事業会計から特定非営利活動に係る事業会計への繰入が明らかになるような科目を追加します。

　

平成　　年度　その他の事業会計の収支計算書
平成　　年　　月　　日から平成　　年　　月　　日まで
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特定非営利活動法人○○○○○ 
	科 　　  　　　目
	金　　　　額

	 Ⅰ　収　入　の　部
   １　事　業　収　入
　  　 　◇◇◇事業収入
　　　   ▲▲▲事業収入
　       ･･････････････

 　　　当期収入合計 (Ａ)
　　   前期繰越収支差額
　   　収入合計 (Ｂ)

 Ⅱ　支　出　の　部
   １　事業費
　   　　◇◇◇事業費
　　   　▲▲▲事業費
　　　   普及啓発事業費
   ２　特定非営利活動に係る事業会計への繰出金

　   　当期支出合計 (Ｃ)
　　   当期収支差額 (Ａ) － (Ｃ)
　　   次期繰越収支差額 (Ｂ) － (Ｃ)
	   ×××
   ×××
   ×××
   ×××
   ×××
   ×××

	  ×××

  ×××
×××
  ×××
×××

	×××
　

  ×××
×××
×××



 (備考) 
　１  その他の事業から収益が生じた場合には、その他の事業会計収支計算書及び特定非営利活動に係る事業会計収支計算書について、その他の事業会計から特定非営利活動に係る事業会計への繰入が明らかになるような科目を追加します。

　２　定款上、「その他の事業」に関する事項を定めている場合は、事業を実施していなくても、その旨を明らかにするため、収入支出０円の収支計算書を作成します。

役　　　　員　　　　名　　　　簿

平成　　年　　月　　日から平成　　年　　月　　日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特定非営利活動法人○○○○○
	役名
	氏　名
	住所又は居所
	就 任 期 間
	報酬を受けた期間

	　理事

　理事

　理事

　監事


	○○○○

○○○○

○○○○

○○○○


	島根県浜田市○○町○○番地

島根県○○市○○町○丁目○番地○号

島根県○○市○○町○丁目○番地○号

島根県○○市○○町○丁目○番地○号


	  　年　月　日～
  　年　月　日

年　月　日～
  　年　月　日

年　月　日～
  　年　月　日

年　月　日～
  　年　月　日


	  　年　月　日 ～
  　年　月　日

年　月　日 ～
  　年　月　日

年　月　日 ～
  　年　月　日

年　月　日 ～
  　年　月　日





　 (備考) 
　　１　 ｢役名｣ の欄には､ 理事､ 監事の別を記載します｡ 
　　２　「氏名」の欄には、事業報告年度の期間内に役員であった人全員を記載します。

　３　「住所又は居所」の欄には、住民票どおり正しく記載します。
　　４　 ｢就任期間｣ の欄には､左に記載された役員が、事業報告年度の期間中に役員に就任していた期間を記載します。
５　 ｢報酬を受けた期間｣ の欄については､ 報酬を受けたことがある役員のみについて記載すします｡ 報酬を受けた期間がない場合は、「なし」と記載、又は空白とします。
社員のうち10人以上の者の名簿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特定非営利活動法人○○○○○
	氏　　　　　名
	住 所 又 は 居 所

	○　○　○　○

○　○　○　○

・

・

・

・

・

株式会社　□□□□

代表取締役社長

　　　○　○　○　○


	　島根県浜田市○○町○○番地

島根県○○市○○町○丁目○番○○号

・

・

・

・

・

　島根県○○市○○町○丁目○番○○号




　 (備考) 
　　１　この名簿は、法律上の社員にあたる会員が１０人以上いるかを確認するための書面であり、社員全員の名簿ではありません。従って、最低１０人記載してあれば問題ありません。

　　２　団体会員を記載する場合は、氏名欄に「団体名」「代表者の肩書」「代表者名」を記載します。また、住所欄は、団体の所在地を記載します。
Ⅳ　役員の変更等の届出（法第２３条）

　法人は、役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があったとき及び役員が新たに就任したときは、遅滞なく、「役員変更等届出書」を浜田市に提出しなければなりません。

　役員の変更等の届出が必要な事項は、新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所（又は居所）の異動、改姓又は改名の場合です。

	届出が必要な事項
	提出書類（提出部数は１部）

	・新任

（任期満了と同時に再任した場合を除く）
	①「役員の変更等届出書」<様式第３号：Ｐ69>

②役員の就任承諾及び宣誓書の写し<Ｐ２６>

③役員の住所又は居所を証する書面（住民票の写し等）

	再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所(又は居所)の異動、

改姓又は改名
	「役員の変更等届出書」<様式第３号：Ｐ69>


　＊任期満了と同時に再任した場合も届出が必要です。変更事項は、再任と記載して下さい。

　＊理事を変更した場合は、法務局での変更登記が必要です。

　＊登記事項の変更が生じた場合には、法人は、主たる事務所の所在地の法務局において２週間以内に、その他の事務所の所在地の法務局においては、３週間以内に、登記の変更をしなければなりません。

　＊登記と浜田市への届出は、どちらが先でも構いません。

Ⅴ　定款変更（法第２５条）

　　定款を変更しようとする場合は、まず、変更事項について社員総会で議決しなければなりません。

　　定款変更がなされたら、軽微な事項については、遅滞なく島根県にその旨届け出なければなりません。軽微な事項以外の定款記載事項の変更は、島根県の認証を受けなければ効力を生じません。

	変　更　事　項
	提　出　書　類
	提出部数

	軽微な事項
	①事務所の所在地

(島根県内で変更する場合のみ)

②資産に関する事項

③公告の方法
	①定款変更届出書<様式第５号：Ｐ７４>

②変更後の定款
	１部

１部

	上記の①から③の

「軽微な事項」以外
	＜所轄庁の変更を伴わない場合＞

①定款変更認証申請書<様式第４号：Ｐ7３>

②定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本

③定款の変更部分の新旧対照表

④変更後の定款

＜事業の変更を伴う定款変更申請の場合＞

上記①から④に加えて

⑤定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書<Ｐ３１～Ｐ33>
＜所轄庁の変更を伴う場合＞

上記①から⑤に加えて

⑥役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿）<Ｐ２５>

⑦法第２条第２項第２号及び法第１２条第１項第３号に該当することを確認したことを示す書面<Ｐ２８>

⑧直近の法第２８条第１項に規定する事業報告書等
	２部

２部

２部

２部

２部

　　

２部

２部

２部


Ⅵ　登記事項変更

　登記事項に変更が生じた場合は、「組合等登記令」に従い、主たる事務所を管轄する法務局においては、２週間以内に、その他の事務所を管轄する法務局においては、３週間以内に、変更の登記をしなければなりません。

　登記事項のうち、「資産の総額」の変更については、主たる事務所の所在地、従たる事務所の所在地ともに、事業年度終了後２ヶ月以内に変更の登記をすれば足ります。（組合等登記令第6条第3項）
	登記事項
	①目的及び業務

②名　称

③事務所

④代表権を有する者の氏名、住所及び資格

⑤存立時期又は解散事由を定めたときは、その時期又は事由

⑥資産の総額


Ⅶ　解散及び合併

１　解　散

（１）解散事由（法第３１条）

　　　　特定非営利活動法人は、次の事由によって解散します。

	①社員総会の決議

②定款で定めた解散事由の発生

③目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

④社員の欠亡（社員が全くいなくなった場合）

⑤合　併

⑥破　産

⑦法第４３条に規定する設立認証の取り消し


（２）認定申請（法第３１条第２項、第３項、規則第９条）

　　　　法人は、（１）の③目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能による解散の認定を受けようとするときは、不能の事由を証明する書面として、社員総会の議事録の謄本などを添えて、解散認定申請書（様式第６号：Ｐ72）を浜田市に提出しなければなりません。

（３）届　出（法第３１条第４項、規則第１０条）

　　　　法人は、（１）の①②④又は⑥によって解散した場合には、清算人は、解散届出書（様式第７号：Ｐ73）に、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付して、遅滞なく浜田市に提出しなければなりません。

２　清　算

（１）清算人（民法第７４条～７６条）

　　　　法人が解散したときは、合併及び破産の場合を除き、理事が清算人になります。ただし、定款に定めがあるとき、又は社員総会において他の人を選任したときは、その定め又は選任による者が清算人になります。

（２）清算人の職務

　　　　①清算中に就職した清算人は、就職後、当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付して、清算人就職届出書（様式第８号：Ｐ74）を浜田市に提出しなければなりません。

　　　　②清算人の職務は、民法第７８条に次のとおり定められており、これに必要な一切の行為をすることができます。

ａ現務の結了

ｂ債権の取立て及び債務の弁済

ｃ残余財産の引渡し

　　　　③清算人は、その就職の日より２ヶ月以内に少なくとも３回公告して、債権者に対して２ヶ月以上の一定期間内に債権請求の申し出をする旨を催告する必要があります。ただし、その公告には、債権者が期間内に申出しないときはその債権は清算から排除される旨を付記しなければなりません。なお、分かっている債権者には、個別にその申出を催告する必要があります。（民法第７９条）

　　　　④清算中の法人が破産したときは、清算人は、直ちに破産宣告の請求を裁判所にして、その旨を公告する必要があります。（民法第８１条第１項）

　　　　⑤清算が完了したときは、清算人は、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付して、清算結了届出書（様式第１０号：Ｐ76）を浜田市に提出しなければなりません。（民法第８３条、規則第12条）

（３）残余財産の帰属（法第３２条、法第１１条第３項）

　　　　解散した法人の残余財産は、合併及び破産の場合を除き、浜田市に対して清算結了届出書（様式第１０号）を提出した時において、定款で定める帰属先に帰属します。

　　　　定款に残余財産の帰属先に関する規定がない場合は、清算人は、残余財産譲渡認証申請書（様式第９号：Ｐ75）を浜田市に申請し、認証を得て、その財産を国又は地方公共団体に譲渡することができます。

　　　　定款に帰属先の定めがなく、かつ清算人が認証申請をしなかった場合又は認証申請したけれども不認証になった場合には、残余財産は国庫に帰属します。

３　合　併

　　　　法人は、他の特定非営利活動法人と合併することができます。（法第３３条）

　　　　特定非営利活動法人以外の法人との合併は認められていませんので、株式会社はもちろん、公益法人とも合併はできません。

　　　　合併するには、定款に特別の定めがない場合、社員総会において社員総数４分の３以上の多数をもって決議しなければなりません。

　　　　社員総会の決議を経た後、浜田市の認証を受けなければ合併できません。

（１）申請に必要な書類

　　　　合併認証申請書（様式第１１号：Ｐ77）に、合併の議決をした社員総会の議事録の謄本の

ほか、様式第１号（特定非営利活動法人設立認証申請書：Ｐ67）の添付書類に準じた書類（「設

立」を「合併」に読み替えて参照して下さい）を添付して提出しなければなりません。

（２）認　証

　　　　申請書類の受理日から２ヶ月の縦覧の後、原則として２ヶ月以内に認証又は不認証の決定を

し、その旨書面で通知します。

　　　　不認証の通知をする場合は、理由も付記します。

（３）登　記

　　　　合併を認証された法人は、合併に必要な手続きを行い、その手続きの終了日から、主たる事

務所の所在地を管轄する法務局において２週間以内に、従たる事務所の所在地を管轄する法務

局においては、３週間以内に、合併後存続する法人については、変更の登記合併により消滅す

る法人については解散の登記、合併により成立した法人については、設立の時と同様の登記を

しなければなりません。（組合等登記令第９条）

（４）登記完了の届出

　　　　登記をした法人は、遅滞なく、登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した合併登記

完了届出書（様式第２号：Ｐ68）を浜田市に提出しなければなりません。

（法第３９条第２項）

Ⅷ　監　督

１　報告及び検査（法第41条第1項）

浜田市は、法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認

められる相当な理由があるときは、その法人に対して、その業務若しくは財産の状況に関して報告を求め、又は、その法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査することがあります。

２　改善命令（法第42条）

浜田市は、法人が、次の場合に該当すると認めるときは、その法人に対して、期限を定めて、

改善のために必要な措置を採るように命令することがあります。

①次に掲げる法人の要件を欠くに至った場合

・営利を目的としない団体であること。　　　　　（法第２条第２項第１号）

・社員の資格の得喪に不当な条件をつけないこと。（法第２条第２項第１号イ）

・役員のうち報酬を受ける者の数が役員総数の３分の１以下であること。

（法第２条第２項第１号ロ）

・宗教活動を主目的としないこと。（法第２条第２項第２号イ）

・政治活動を主目的としないこと。（法第２条第２項第２号ロ）

・特定の公職の候補者、公職者、政党の推薦、支持、反対を目的としないこと。

（法第２条第２項第２号ハ）

・暴力団又は暴力団やその構成員の統制下にある団体でないこと。

（法第12条第１項第３号）

・10人以上の社員を有するものであること。　　 （法第12条第１項第４号）

②法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反する場合

③運営が著しく適正を欠く場合

３　設立認証の取消し（法第43条第1項、同条第2項）

浜田市は、次の場合には、法人の設立の認証を取り消すことがあります。認証の取消しを行お

うとする場合には、聴聞の手続きをとることとされています。

①浜田市の改善命令に違反し、他の方法では監督の目的が達成できない場合

②法第2 9条第１項で毎年１回提出するように定められた事業報告書等、役員名簿

等又は定款等の提出を、３年以上行わなかった場合

③法人が法令に違反した場合で、改善命令によってはその改善を期待することができないこと

が明らかであり、かつ、他の方法によっても監督の目的を期待することができない場合

Ⅸ　罰　則

　　特定非営利活動促進法は、次の違反行為に対して罰則規定を設けています。

１　50万円以下の罰金に処せられる場合 （法第47条、第48条）

＊ 改善命令に違反した者 （法第42条違反）

＊ 代表者又は代理人、使用人その他の従業者が改善命令に違反したときは、その行為者及びその法人 （法第42条違反）

２　20万円以下の過料に処せられる場合（法第49条）

次に掲げるいずれかに該当する場合の、法人の理事、監事又は清算人

①組合等登記令に違反して、登記することを怠ったとき （法第７条第１項違反）

②法人設立の時に財産目録を作り、これを備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、

若しくは不実の記載をしたとき （民法第51条第１項違反）

③役員の変更等をした場合で、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき

（法第23条第１項違反）

④軽微な事項に係る定款変更をした場合で、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき

（法第25条第６項違反）

⑤法第2 8条第１項に規定する事業報告書等及び役員名簿等を翌々年の末日まで備え置かず、

又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき

（法第2 8条第１項違反）

⑥事業報告書等、役員名簿等及び定款等の毎年１回の提出を怠ったとき

（法第2 9条第１項違反）

⑦合併の認証があったとき、通知のあった日から２週間以内に作成し、主たる事務所に備え置

かなければならない財産目録及び貸借対照表を作成せず、又はこれに記載すべき事項を記載

せず、若しくは不実の記載をしたとき 　　　　　　　　　　 （法第35条第１項違反）

⑧合併の認証があったとき、通知のあった日から２週間以内に、債権者に対し、合併に異議が

あれば２か月以上の定めた期間内に述べるべきことを公告せず、あるいは、判明している債

権者に対して各別にこれを催告しなかったとき　　　　　 　 （法第35条第２項違反）

⑨合併について債権者が異議を述べた場合に、法人が弁済をせず、若しくは相当の担保を供せ

ず、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む

銀行に相当の財産を信託しなかったとき　　　　　　　　　　（法第36条第２項違反）

⑩法人がその債務を完済することができなくなったにもかかわらず、理事が直ちに裁判所に破

産宣告の請求をしなかったとき （民法第70条第２項違反）

⑪清算中に法人の財産がその債務の完済に不足することが明らかになったにもかかわらず、清

算人が裁判所に直ちに破産宣告の請求をしなかったとき（民法第81条第１項違反）

⑫清算人は、債権者に対し、２か月以上の定めた期間内に請求すべき旨、その就職の日より２

か月以内に少なくとも３回公告しなければならないのに、公告をせず、又は不正の公告をし

たとき（民法第79条第１項違反）

⑬清算人は、裁判所に破産宣告の請求をしたことを公告しなければならないのに、公告をせず、

又は不正の公告をしたとき （民法第81条第１項違反）

⑭第41条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による

検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。（法41条第１項違反）

３　10万円以下の過料に処せられる場合 （法第50条）

＊その名称中に「特定非営利活動法人」又はこれに紛らわしい文字を用いた特定非営利活動法人

以外の者（法第４条違反）

Ⅹ　法　   令
特定非営利活動促進法（平成10年法律第7号）
目　　次
第１章　総則（第１条・第２条）
第２章　特定非営利活動法人
　第１節　通則（第３条－第９条）
　第２節　設立（第10条－第14条）
　第３節　管理（第14条の２－第30条）
　第４節　解散及び合併 （第31条－第40条）
　第５節　監督（第41条－第43条の３）
　第６節　雑則（第44条・第45条） 
第３章　税法上の特例（第46条・第46条の２）
第４章　罰則（第47条－第50条）
附　則
　　　第１章　総　　　　　則
　（目　　　的）
第１条　この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。
　（定　　　義）
第２条　この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。 
２　この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところに設立された法人をいう。
　１　次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。
　　イ　社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
　　ロ　役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の３分の１以下であること。
　２　その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。 
　　イ　宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。 
　　ロ　政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。 
　　ハ　特定の公職（公職選挙法（昭和25年法律第100号）第３条に規定する公職をいう。以下同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。 
　　　第２章　特定非営利活動法人
　　　　第１節　通　　　　　則

　（原　　　則） 
第３条　特定非営利活動法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない。 
２　特定非営利活動法人は、これを特定の政党のために利用してはならない。 
　（名称の使用制限） 
第４条　特定非営利活動法人以外の者は、その名称中に、「特定非営利活動法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。 
　（その他の事業） 
第５条　特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、当該特定非営利活動に係る事業以外の事業（以下「その他の事業」という。）を行うことができる。この場合において、収益を生じたときは、これを当該特定非営利活動に係る事業のために使用しなければならない。
２　その他の事業に関する会計は、当該特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
　（住　　　所） 
第６条　特定非営利活動法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
　（登　　　記） 
第７条　特定非営利活動法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
２　前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 
（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用）

第８条　一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成18年法律第48号）第78条の規定は、特定非営利活動法人について準用する。
　（所　轄　庁） 
第９条　特定非営利活動法人の所轄庁は、その事務所が所在する都道府県の知事とする。
２　特定非営利活動法人で２以上の都道府県の区域内に事務所を設置するものにあっては、その所轄庁は、前項の規定にかかわらず、内閣総理大臣とする。
　　　　第２節　設　　　　　立
　（設立の認証）
第10条　特定非営利活動法人を設立しようとする者は、内閣府令（前条第２項の特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人に係る場合にあっては、都道府県の条例。第26条第３項、第44条第２項、第44条の２及び第44条の３を除き、以下同じ。）で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。
　１　定　　　款
　２　役員に係る次に掲げる書類
　　イ　役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。） 
　　ロ　各役員が第20条各号に該当しないこと及び第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本
　　ハ　各役員の住所又は居所を証する書面として内閣府令で定めるもの

　３　社員のうち10人以上の者の氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）及び住所又は居所を記載した書面
　４　第２条第２項第２号及び第12条第１項第３号に該当することを確認したことを示す書面
　５　設立趣旨書
　６　設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
　７　設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
　８　設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書
２　所轄庁は、前項の認証の申請があった場合には、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を公告するとともに、同項第１号、第２号イ、第５号、第７号及び第８号に掲げる書類を、申請書を受理した日から２月間、その指定した場所において公衆の縦覧に供しなければならない。 
　１　申請のあった年月日
　２　申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された目的
　（定　　　款） 
第11条　特定非営利活動法人の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
　１　目　　　的
　２　名　　　称
　３　その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
　４　主たる事務所及びその他の事務所の所在地
　５　社員の資格の得喪に関する事項
　６　役員に関する事項
　７　会議に関する事項
　８　資産に関する事項
　９　会計に関する事項
　10　事業年度
　11　その他の事業を行う場合には、 その種類その他当該その他の事業に関する事項
　12　解散に関する事項
　13　定款の変更に関する事項
　14　公告の方法
２　設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
３　第１項第12号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、特定非営利活動法人その他次に掲げる者のうちから選定されるようにしなければならない。 
　１　国又は地方公共団体
２　公益社団法人又は公益財団法人
　３　私立学校法（昭和24年法律第270号）第３条に規定する学校法人
　４　社会福祉法（昭和26年法律第45号）第22条に規定する社会福祉法人
　５　更生保護事業法（平成７年法律第86号）第２条第６項に規定する更生保護法人
　（認証の基準等） 
第12条　所轄庁は、第10条第１項の認証の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その設立を認証しなければならない。 
　１　設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること。 
　２　当該申請に係る特定非営利活動法人が第２条第２項に規定する団体に該当するものであること。 
　３　当該申請に係る特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないものであること。
　　イ　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。）
　　ロ　暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団の構成員等」という。）の統制の下のにある団体 
　４　当該申請に係る特定非営利活動法人が10人以上の社員を有するものであること。
２　前項の規定による認証又は不認証の決定は、正当な理由がない限り、第10条第２項の期間を経過した日から２月以内に行わなければならない。
３　所轄庁は、第１項の規定により不認証の決定をしたときは、速やかに、理由を付した書面をもって当該申請をした者にその旨を通知しなければならない。
　（意見聴取等）
第12条の２　第43条の２及び第43条の３の規定は、第10条第１項の認証の申請があった場合について準用する。
　（成立の時期等） 
第13条　特定非営利活動法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。 
２　特定非営利活動法人は、前項の登記をしたときは、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した届出書を所轄庁に提出しなければならない。 
（財産目録の作成及び備置き）

第14条　特定非営利活動法人は、成立の時に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。
　　　　第３節　管　　　　　理
（通常社員総会）
第14条の２　理事は、少なくとも毎年１回、通常社員総会を開かなければならない。

（臨時社員総会）

第14条の３　理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時社員総会を招集することができる。

２　総社員の５分の１以上から社員総会の目的である事項を示して請求があったときは、理事は、臨時社員総会を招集しなければならない。ただし、総社員の５分の１の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。

（社員総会の招集）

第14条の４　社員総会の招集の通知は、その社員総会の日より少なくとも５日前に、その社員総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。

（社員総会の権限）

第14条の５　特定非営利活動法人の業務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて社員総会の決議によって行う。

（社員総会の決議事項）

第14条の６　社員総会においては、第14条の４の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

（社員の表決権）

第14条の７　各社員の表決権は、平等とする。

２　社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決をすることができる。

３　社員は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による表決に代えて、電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。）により表決をすることができる。

４　前３項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

（表決権のない場合）

第14条の８　特定非営利活動法人と特定の社員との関係について議決をする場合には、その社員は、表決権を有しない。

（役員の定数） 
第15条　特定非営利活動法人には、役員として、理事３人以上及び監事１人以上を置かなければならない。 
　（理事の代表権） 
第16条　理事は、すべて特定非営利活動法人の業務について、特定非営利活動法人を代表する。ただし、定款をもって、その代表権を制限することができる。 
２　理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
（業務の執行） 
第17条　特定非営利活動法人の業務は、定款に特別の定めのないときは、理事の過半数をもって決する。 
（理事の代理行為の委任）

第17条の２　理事は、定款又は社員総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

（仮理事）

第17条の３　理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。

（利益相反行為）

第17条の４　特定非営利活動法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。この場合においては、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。

　（監事の職務） 
第18条　監事は、次に掲げる職務を行う。 
　１　理事の業務執行の状況を監査すること。
　２　特定非営利活動法人の財産の状況を監査すること。
　３　前２号の規定による監査の結果、特定非営利活動法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを社員総会又は所轄庁に報告すること。
　４　前号の報告をするために必要がある場合には、社員総会を招集すること。 
　５　理事の業務執行の状況又は特定非営利活動法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。 
　（監事の兼職禁止） 
第19条　監事は、理事又は特定非営利活動法人の職員を兼ねてはならない。 
　（役員の欠格事由） 
第20条　次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。 
　１　成年被後見人又は被保佐人
　２　破産者で復権を得ないもの
　３　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者
　４　この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定（同法第32条の２第７項の規定を除く。）に違反したことにより、又は刑法（明治40年法律第45号）第204条、第206条、第208条、第208条の３、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律（大正15年法律第60号）の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者
　５　暴力団の構成員等
　６　第43条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から２年を経過しない者
　（役員の親族等の排除） 
第21条　役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が１人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の３分の１を超えて含まれることになってはならない。 
　（役員の欠員補充） 
第22条　理事又は監事のうち、その定数の３分の１を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 
　（役員の変更等の届出） 
第23条　特定非営利活動法人は、その役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があったときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。
２　特定非営利活動法人は、役員が新たに就任した場合（任期満了と同時に再任された場合を除く。）において前項の届出をするときは、当該役員に係る第10条第１項第２号ロ及びハに掲げる書類を所轄庁に提出しなければならない。
　（役員の任期） 
第24条　役員の任期は、２年以内において定款で定める期間とする。ただし、再任を妨げない。 
２　前項の規定にかかわらず、定款で役員を社員総会で選任することとしている特定非営利活動法人にあっては、定款により、後任の役員が選任されていない場合に限り、同項の規定により定款で定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することができる。

　（定款の変更） 
第25条　定款の変更は、定款で定めるところにより、社員総会の議決を経なければならない。 
２　前項の議決は、社員総数の２分の１以上が出席し、その出席者の４分の３以上の多数をもってしなければならない。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。 
３　定款の変更（第11条第１項第４号に掲げる事項に係るもの（所轄庁の変更を伴わないものに限る。）並びに同項第８号及び第14号に掲げる事項に係るもの（第６項において「軽微な事項に係る定款の変更」という。）を除く。）は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。
４　特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとするときは、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添付した申請書を、所轄庁に提出しなければならない。この場合において、当該定款の変更が第11条第１項第３号又は第11号に掲げる事項に係る変更を含むものであるときは、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書を併せて添付しなければならない。
５　第10条第２項及び第12条の規定は、第３項の認証について準用する。
６　特定非営利活動法人は、軽微な事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。
第26条  所轄庁の変更を伴う定款の変更に係る前条第４項の申請書は、変更前の所轄庁を経由して変更後の所轄庁に提出するものとする。 
２　前項の場合においては、前条第４項の添付書類のほか、第10条第１項第２号イ及び第４号に掲げる書類並びに直近の第28条第１項に規定する事業報告書等（設立後当該書類が作成されるまでの間は第14条の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は第35条第１項の財産目録）を申請書に添付しなければならない。 
３　第１項の場合において、当該定款の変更を認証したときは、所轄庁は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、変更前の所轄庁から事務の引き継ぎを受けなければならない。 
　（会計の原則） 
第27条　特定非営利活動法人の会計は、この法律に定めるもののほか、次に掲げる原則に従って、行わなければならない。 
　１　削除
　２　会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。 
　３　財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明りょうに表示したものとすること。 
　４　採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。 
　（事業報告書等の備置き等及び閲覧） 
第28条　特定非営利活動法人は、毎年事業年度初めの３月以内に、内閣府令で定めるところにより、前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書（次項、次条及び第43条第１項において「事業報告書等」という。）並びに役員名簿（前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿をいう。）並びに社員のうち10人以上の者の氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）及び住所又は居所を記載した書面（次項、次条及び第43条第1項において「役員名簿等」という。）を作成し、これらを、翌々事業年度の末日までの間、主たる事務所に備え置かなければならない。 
２　特定非営利活動法人は、その社員その他の利害関係人から事業報告書等（設立後当該書類が作成されるまでの間は第14条の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は第35条第１項の財産目録。次条第２項において同じ。）役員名簿等又は定款若しくはその認証若しくは登記に関する書類の写し（次条及び第43条第１項において「定款等」という。）の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧させなければならない。 
　（事業報告書等の提出及び公開） 
第29条　特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、毎事業年度１回、事業報告書等、役員名簿等及び定款等（その記載事項に変更があった定款並びに当該変更に係る認証及び登記に関する書類の写しに限る。）を所轄庁に提出しなければならない。
２　所轄庁は、特定非営利活動法人から提出を受けた事業報告書等若しくは役員名簿等（過去３年間に提出を受けたものに限る。）又は定款等について閲覧の請求があった場合には、内閣府令で定めるところにより、これを閲覧させなければならない。
第30条　削除 
　　　　第４節　解散及び合併
　（解散事由） 
第31条　特定非営利活動法人は、次に掲げる事由によって解散する。 
　１　社員総会の決議
　２　定款で定めた解散事由の発生
　３　目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
　４　社員の欠亡
　５　合併
　６　破産手続き開始決定
　７　第43条の規定による設立の認証の取消し
２　前項第３号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認定がなければ、その効力を生じない。
３　特定非営利活動法人は、前項の認定を受けようとするときは、第１項第３号に掲げる事由を証する書面を、所轄庁に提出しなければならない。
４　清算人は、第１項第１号、第２号、第４号又は第６号に掲げる事由によって解散した場合には、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。
（解散の決議）

第31条の２　特定非営利活動法人は、総社員の４分の３以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

　（特定非営利活動法人についての破産手続の開始）

第31条の３　特定非営利活動法人がその債務につきその財産をもって完済することができなくなった場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。

２　前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

（清算中の特定非営利活動法人の能力）

第31条の４　解散した特定非営利活動法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

（清算人）

第31条の５　特定非営利活動法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は社員総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

（裁判所による清算人の選任）

第31条の６　前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

（清算人の解任）

第31条の７　重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

（清算人の届出）

第31条の８　清算中に就任した清算人は、その氏名及び住所を所轄庁に届け出なければならない。

（清算人の職務及び権限）

第31条の９　清算人の職務は、次のとおりとする。

１　現務の結了
２　債権の取立て及び債務の弁済
３　残余財産の引渡し

２　清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
（債権の申出の催告等）

第31条の10　清算人は、その就任の日から２月以内に、少なくとも３回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、２月を下ることができない。

２　前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。

３　清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

４　第１項の公告は、官報に掲載してする。

（期間経過後の債権の申出）

第31条の11　前条第１項の期間の経過後に申出をした債権者は、特定非営利活動法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

（清算中の特定非営利活動法人についての破産手続の開始）

第31条の12　清算中に特定非営利活動法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

２　清算人は、清算中の特定非営利活動法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

３　前項に規定する場合において、清算中の特定非営利活動法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

４　第１項の規定による公告は、官報に掲載してする。

　（残余財産の帰属） 
第32条　解散した特定非営利活動法人の残余財産は、合併及び破産手続き開始の決定による解散の場合を除き、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。 
２　定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときは、清算人は、所轄庁の認証を得て、その財産を国又は地方公共団体に譲渡することができる。
３　前２項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。 
（裁判所による監督）
第32条の２　特定非営利活動法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

２　裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

３　特定非営利活動法人の解散及び清算を監督する裁判所は、所轄庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

４　所轄庁は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

（清算結了の届出）

第32条の３　清算が結了したときは、清算人は、その旨を所轄庁に届け出なければならない。

（解散及び清算の監督等に関する事件の管轄）

第32条の４　特定非営利活動法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

（不服申立ての制限）

第32条の５　清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

（裁判所の選任する清算人の報酬）

第32条の６　裁判所は、第31条の６の規定により清算人を選任した場合には、特定非営利活動法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

（即時抗告）

第32条の７　清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

（検査役の選任）

第32条の８　裁判所は、特定非営利活動法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

２　前３条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第32条の６中「清算人及び監事」とあるのは、「特定非営利活動法人及び検査役」と読み替えるものとする。

　（合　　　併） 
第33条　特定非営利活動法人は、他の特定非営利活動法人と合併することができる。 
　（合 併 手 続） 
第34条　特定非営利活動法人が合併するには、社員総会の議決を経なければならない。
２　前項の議決は、社員総数の４分の３以上の多数をもってしなければならない。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
３　合併は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。 
４　特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとするときは、第１項の議決をした社員総会の議事録の謄本を添付した申請書を、所轄庁に提出しなければならない。
５　第10条及び第12条の規定は、第３項の認証について準用する。 
第35条　特定非営利活動法人は、前条第３項の認証があったときは、その認証の通知のあった日から２週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、次項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、これをその主たる事務所に備え置かなければならない。 
２　特定非営利活動法人は、前条第３項の認証があったときは、その認証の通知のあった日から２週間以内に、その債権者に対し、合併に異議があれば一定の期間内に述べるべきことを公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。この場合において、その期間は、２月を下回ってはならない。 
第36条　債権者が前条第２項の期間内に異議を述べなかったときは、合併を承認したものとみなす。 
２　債権者が異議を述べたときは、特定非営利活動法人は、これに弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。 
第37条　合併により特定非営利活動法人を設立する場合においては、定款の作成その他特定非営利活動法人の設立に関する事務は、それぞれの特定非営利活動法人において選任した者が共同して行わなければならない。 
　（合併の効果） 
第38条　合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、合併によって消滅した特定非営利活動法人の一切の権利義務（当該特定非営利活動法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。）を承継する。 
　（合併の時期等） 
第39条　特定非営利活動法人の合併は、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地において登記をすることによって、その効力を生ずる。 
２　第13条第２項の規定は、前項の登記をした場合について準用する。 
第40条　削除
　　　　第５節　監　　　　　督
　（報告及び検査） 
第41条　所轄庁は、特定非営利活動法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときは、当該特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 
２　所轄庁は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の相当の理由を記載した書面を、当該特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者（以下この項において「特定非営利活動法人の役員等」という。）に提示させなければならない。この場合において、当該特定非営利活動法人に役員等が当該書面の交付を要求したときは、これを交付させなければならない。 
３　第１項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 
４　第１項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 
　（改 善 命 令） 
第42条　所轄庁は、特定非営利活動法人が第12条第１項第２号、第３号又は第４号に規定する要件を欠くに至ったと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 
　（設立の認証の取消し） 
第43条　所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は３年以上にわたって第29条第１項の規定による事業報告書等、役員名簿等又は定款等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。 
２　所轄庁は、特定非営利活動法人が法令に違反した場合において、前条の命令によってはその改善を期待することができないことが明らかであり、かつ、他の方法により監督の目的を達することができないときは、同条の命令を経ないでも、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。 
３　前２項の規定による設立の認証の取消しに係る聴聞の期日における審理は、当該特定非営利活動法人から請求があったときは、 公開により行うよう努めなければならない。
４　所轄庁は、前項の規定による請求があった場合において、聴聞の期日における審理を公開により行わないときは、当該特定非営利活動法人に対し、当該公開により行わない理由を記載した書面を交付しなければならない。 
　（意見聴取）
第43条の２　所轄庁は、特定非営利活動法人について第12条第１項第３号に規定する要件を欠いている疑い又はその役員について第20条第５号に該当する疑いがあると認めるときは、その理由を付して、所轄庁が内閣総理大臣である場合にあっては警察庁長官、都道府県知事である場合にあっては警視総監又は道府県警察本部長（次条において「警察庁長官又は警察本部長」という。）の意見を聴くことができる。
　（所轄庁への意見）
第43条の３　警察庁長官又は警察本部長は、特定非営利活動法人について第12条第１項第３号に規定する要件を欠いていると疑うに足りる相当な理由又はその役員について第20条第５号に該当すると疑うに足りる相当な理由があるため、所轄庁が当該特定非営利活動法人に対して適当な措置を採ることが必要であると認めるときは、所轄庁に対し、その旨の意見を述べることができる。
　　　　第６節　雑　　　　　則
　（情報の提供） 
第44条　内閣総理大臣は、第９条第２項の特定非営利活動法人の事務所が所在する都道府県の知事に対し、第29条第２項の閲覧に係る書類の写し（この項の規定により既に送付したものを除く。）を送付しなければならない。 
２　第９条第２項の特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、前項の書類の写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。 
３　都道府県の知事は、条例で定めるところにより、第１項の規定により送付を受けた書類の写しを閲覧させることができる。       
　（情報通信技術利用法の適用）
第44条の２　第10条第１項の規定による申請及び同条第２項（第25条第５項及び第34条第５項において準用する場合を含む。）の規定による縦覧、第12条第３項（第25条第５項及び第34条第５項において準用する場合を含む。）の規定による通知、第13条第２項（第39条第２項において準用する場合を含む。）の規定による届出、第23条第１項の規定による届出（役員が新たに就任した場合（任期満了と同時に再任された場合を除く。）に限る。）、第25条第３項の規定による申請、第29条第１項の規定による提出及び同条第２項の規定による閲覧、第31条第２項の規定による申請、第34条第３項の規定による申請並びに第43条第４項の規定による交付について行政手続き等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成14年法律第151号。次項において「情報通信技術利用法」という。）第12条の規定を適用する場合においては、同条中「当該手続等について規定する法令（会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則及び運輸安全委員会規則を除く。）を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令」とあるのは、「内閣府令（特定非営利活動促進法第９条第２項の特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人に係る場合にあっては、都道府県の条例）」とする。
２　前条第３項の規定による閲覧について情報通信技術利用法第12条の規定を適用する場合においては、同条中「当該手続等について規定する法令（会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則及び運輸安全委員会規則を除く。）を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令」とあるのは、「都道府県の条例」とする。

（民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用）

第44条の３　第14条の規定による作成及び備置き、第28条第１項の規定による作成及び備置き並びに同条第２項の規定による閲覧並びに第35条第１項の規定による作成及び備置きについて民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成16年法律第149号）第９条の規定を適用する場合においては、同条中「当該保存等について規定する法令（会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則及び運輸安全委員会規則を除く。）を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令」とあるのは、「内閣府令（特定非営利活動促進法第９条第２項の特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人に係る場合にあっては、都道府県の条例）」とする。

　（実 施 規 定） 
第45条　この章に定めるもののほか、この章の規定の実施のための手続その他その執行に関し必要な細則は、内閣府令で定める。 
　　　第３章　税 法 上 の 特 例
第46条　特定非営利活動法人は、法人税法（昭和40年法律第34号）その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第２条第６号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第４項中「公益法人等（」とあるのは「公益法人等（特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第２条第２項に規定する法人（以下「特定非営利活動法人」という。）並びに」と、同法第66条の規定を適用する場合には同条第１項及び第２項中「普通法人」とあるのは「普通法人（特定非営利活動法人を含む。）」と、同条第３項中「公益法人等（」とあるのは「公益法人等（特定非営利活動法人及び」と、租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第68条の６の規定を適用する場合には同条中「みなされているもの」とあるのは「みなされているもの（特定非営利活動促進法第２条第２項に規定する法人については、小規模な法人として政令で定めるものに限る。）」とする。 
２　特定非営利活動法人は、消費税法（昭和63年法律第108号）その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第３に掲げる法人とみなす。 
３　特定非営利活動法人は、地価税法（平成３年法律第69号）その他地価税に関する法令の規定（同法第33条の規定を除く。）の適用については、同法第２条第６号に規定する公益法人等とみなす。ただし、同法第６条の規定による地価税の非課税に関する法令の規定の適用については、同法第２条第７号に規定する人格のない社団等とみなす。 
第46条の２　特定非営利活動法人が、租税特別措置法の定めるところによりその運営組織及び事業活動が適正であり、並びに公益の増進に資するものとして国税庁長官の認定を受けた場合において、個人又は法人が、当該認定を受けた特定非営利活動法人に対し、その行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附又は贈与をしたときは、同法で定めるところにより、当該個人又は法人に対する所得税、法人税又は相続税の課税について寄附金控除等の特例の適用があるものとする。
　　　第４章　罰　　　　　則
第47条　第42条の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。 
第48条　特定非営利活動法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その特定非営利活動法人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その特定非営利活動法人に対しても同条の刑を科する。 
第49条　次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、20万円以下の過料に処する。 
　１　第７条第１項の規定による政令に違反して、登記することを怠ったとき。 
　２　第14条の規定に違反して、財産目録を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
　３　第23条第１項又は第25条第６項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 
　４　第28条第１項の規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。 
　５　第29条第１項の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。 
６　第31条の３第２項又は第31条の12第１項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをしなかったとき。
　７　第31条の10第１項又は第31条の12第１項の規定に違反して、公告をせず、又は不正の公告をしたとき。

８　第35条第１項の規定に違反して、書類の作成をせず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。 
　９　第35条第２項又は第36条第２項の規定に違反したとき。

　10　第41条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第50条　第４条の規定に違反した者は、 10万円以下の過料に処する。 
　　　別表 （第２条関係） 
　１　保健、 医療又は福祉の増進を図る活動
　２　社会教育の推進を図る活動
　３　まちづくりの推進を図る活動
　４　学術、文化、 芸術又はスポーツの振興を図る活動
　５　環境の保全を図る活動
　６　災害救援活動
　７　地域安全活動
　８　人権の擁護又は平和の推進を図る活動
　９　国際協力の活動
　10　男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
　11　子どもの健全育成を図る活動
　12　情報化社会の発展を図る活動
　13　科学技術の振興を図る事業
　14　経済活動の活性化を図る事業
　15　職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
　16　消費者の保護を図る活動
　17　前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
　　　附　　　則
　（施 行 期 日） 
１　この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 
　（検　　　討） 
２　特定非営利活動法人制度については、この法律の施行の日から起算して３年以内に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 
　（経 過 措 置） 
３　（略）
　（地方税法の一部改正） 
４　地方税法（昭和25年法律第226号）の一部を次のように改正する。 
　　第24条第５項中「地縁による団体並びに」を「地縁による団体、」に改め、「政治団体」の下に「並びに特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第２条第２項に規定する法人」を加える。 
　第52条第２項第３号中「地縁による団体並びに」を「地縁による団体、」に改め、「政治団体」の下に「並びに特定非営利活動促進法第２条第２項に規定する法人」を加える。
  第53条第12項中「公益法人等」の下に「（特定非営利活動促進法第２条第２項に規定する法人を含む。）」を加える。 
　第72条の５第１項に次の１号を加える。 
　　12　特定非営利活動促進法第２条第２項に規定する法人
　第294条第７項、第312条第３項第３号及び第701条の34第２項中「地縁による団体並びに」を「地縁による団体、」に改め、「政治団体」の下に「並びに特定非営利活動促進法第２条第２項に規定する法人」を加える。 
　（経済企画庁設置法の一部改正） 
５　（略）
　　　附 則  （平成11年法律第151号）  （抄）
　（施行期日） 
第１条　この法律は、平成12年４月１日から施行する。（以下、略）
　　　附 則  （平成11年法律第160号）  （抄）
　（施行期日） 
第１条　この法律（中略）は、平成13年１月６日から施行する。（以下、略）
　　　附 則  （平成12年法律第111号）  （抄）
　（施行期日） 
第１条　この法律は、交付の日（平成12年６月７日）から施行する。（以下、略）
　　　附 則  （平成14年法律第152号）  （抄）
　（施行期日） 
第１条　この法律は、平成14年法律第151号の施行の日（平成15年２月３日）から施行する。

（以下、略）
　　　附 則  （平成14年法律第173号）  （抄）
　（施行期日） 
第1条 この法律は、平成15年5月1日から施行する。（以下、略）

　　　附　則　（平成15年4月9日法律第23号）　（抄） 

（施行期日）

第１条　この法律は、公布の日から施行する。（以下、略）
　　　附　則　（平成16年6月2日法律第76号）　（抄） 

（施行期日）

第１条 　この法律は、破産法（平成16年法律第75号。次条第８項並びに附則第３条第８項、第５条第８項、第16項及び第21項、第８条第３項並びに第13条において「新破産法」という。）の施行の日から施行する。 （以下、略）
　　　附　則　（平成16年6月18日法律第124号）　（抄） 

（施行期日）

第１条 　この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。（以下、略）
　　　附　則　（平成16年12月１日法律第147号）　（抄） 

（施行期日）

第１条 　この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。（以下、略）
　　　附　則　（平成16年12月１日法律第150号）　（抄） 

（施行期日）

第１条 　この法律は、平成17年４月１日から施行する。 （以下、略）
　　　附　則　（平成16年12月３日法律第154号）　（抄） 

（施行期日）

第１条 　この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。 （以下、略）
　　　附　則　（平成17年7月26日法律第87号）　（抄） 

　この法律は、会社法の施行の日から施行する。 （以下、略）
　　　附　則　（平成18年６月２日法律第50号）　（抄） 
（施行期日）

１ 　この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。（以下、略）
　　　附　則　（平成20年４月30日法律第23号）　（抄） 
（施行期日）

第１条 　この法律は、平成20年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 （以下、略）
　　　附　則　（平成20年５月２日法律第26号）　（抄） 

（施行期日）

第１条 　この法律は、平成20年10月１日から施行する。（以下、略）
　　　附　則　（平成20年５月２日法律第28号）　（抄） 

（施行期日）

第１条 　この法律は、公布の日から施行する。 （以下、略）
特定非営利活動促進法施行条例（平成10年島根県条例第28号）

 (趣　　　旨) 
第１条　この条例は、特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号｡ 以下 ｢法｣ という｡) の施行に関し必要な事項を定めるものとする｡ 
　 (設立の認証申請) 
第２条　法第10条第１項の認証を受けようとする者は、規則で定める申請書を知事に提出しなければならない｡ 
２　法第10条第１項第２号ハに規定する条例で定める書面は、次に掲げるとおりとする。
　(1)　当該役員が住民基本台帳法 (昭和42年法律第81号) の適用を受ける者である場合にあっては、同法第12条第１項に規定する住民票の写し
　(2)　当該役員が住民基本台帳法の適用を受けない者であり、かつ、外国人登録法 (昭和27年法律第125号) の適用を受ける者である場合にあっては、同法第４条第１項に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町村 (東京都の特別区の存する区域及び地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第252条の19第１項の指定都市にあっては区)の長が発給する文書
　(3)　当該役員が前２号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書
　（社員総会の表決の電磁的方法）
第２条の２  法第14条の７第３項の電磁的方法は、規則で定める。
　 (事業報告書等の提出) 
第３条　法第29条第１項の規定による書類の提出は、毎事業年度初めの３月以内に行わなければならない。
　 (事業報告書等の閲覧) 
第４条　法第29条第２項及び第44条第３項の規定による閲覧については、規則で定めるところによる。
　 (合併の認証申請) 
第５条　法第34条第３項の規定による合併の認証を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。
２　第２条第２項の規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。

　（情報通信の技術を利用する方法による手続等）

第6条 法第44条の２に掲げる申請、縦覧、通知、届出、提出、閲覧及び交付のうち規則で定める
ものについて、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成14年法律第151号）第３条から第５条までに規定する情報通信の技術を利用する方法により行う場合に関し必要な事項については、島根県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成16年島根県条例第36号）第３条から第５条までに規定する条例等に基づく手続等について情報通信の技術を利用する方法の例による。

（電磁的記録による保存等）

第７条　特定非営利活動法人が、法第44条の３に掲げる備置きについて、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成16年法律149号。以下「電子文書法」という。）第３条第１項の規定に基づき、書面の備置きに代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、磁気ディスクをもって調製するファイルによる方法その他の規則で定める方法によらなければならない。

２　特定非営利活動法人が、法第44条の３に掲げる作成について、電子文書法第４条第１項の規定に基づき、書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録による作成を行う場合は、磁気ディスクをもって調製するファイルによる方法その他の規則で定める方法によらなければならない。

３　特定非営利活動法人が、法第44の３に掲げる閲覧について、電子文書法第５条第１項の規定に基づき、書面の閲覧に代えて当該書面に係る電磁的記録による縦覧等を行う場合は、電子計算機の映像面における表示その他の規則で定める方法によらなければならない。

　 (規則への委任) 
第８条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
　　　附　　　　　則
　この条例は、平成10年12月１日から施行する。
　　附　　　　　則
この条例は、平成15年5月1日から施行する。

　　附　　　　　則

この条例は、公布の日から施行する。

　　附　　　　　則

この条例は、平成18年6月１日から施行する。

　　附　　　　　則

この条例は、平成20年12月１日から施行する。
　

特定非営利活動促進法施行細則（平成20年浜田市規則第6号）
　(趣旨)
第1条　この規則は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)及び特定非営利活動促進法施行条例(平成10年島根県条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設立の認証申請)
第2条　条例第2条第1項の申請書は、特定非営利活動法人設立認証申請書(様式第1号)とする。
2　条例第2条第2項第3号の書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。
3　条例第2条第2項各号の書面は、申請の日前6月以内に作成されたものでなければならない。
(公告の方法)
第3条　法第10条第2項(法第25条第5項及び法第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、浜田市公告式条例(平成17年浜田市条例第3号)第2条第2項の規定に準じて行うものとする。
(登記の届出)
第4条　法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の届出書は、設立登記完了届出書(様式第2号)とする。
(役員の変更等の届出)
第5条　法第23条第1項の規定による届出は、役員の変更等届出書(様式第3号)により行うものとする。
(定款の変更の認証申請)
第6条　法第25条第4項の申請書は、定款変更認証申請書(様式第4号)とする。
(定款の変更の届出)
第7条　法第25条第6項の規定による届出は、定款変更届出書(様式第5号)により行うものとする。
(事業報告書等の閲覧)
第8条　条例第4条の閲覧は、地域政策課において行うものとする。
(解散の認定の申請)
第9条　法第31条第2項の認定は、解散認定申請書(様式第6号)に同条第3項の書面を添えて行うものとする。
(解散の届出等)
第10条　法第31条第4項の規定による届出は、解散届出書(様式第7号)に解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えて行うものとする。
2　法第31条の8の規定による届出は、清算人就職届出書(様式第8号)に当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えて行うものとする。
(平20規則30・一部改正)
(残余財産の譲渡の認証申請)
第11条　法第32条第2項の認証は、残余財産譲渡認証申請書(様式第9号)により行うものとする。
(清算結了の届出)
第12条　法第32条の3の規定による届出は、清算結了届出書(様式第10号)に清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えて行うものとする。
(平20規則30・一部改正)
(合併の認証申請)
第13条　条例第5条第1項の申請書は、合併認証申請書(様式第11号)とする。
2　第2条第2項又は第3項の規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。
(検査の際の身分証明書)
第14条　法第41条第3項の身分を示す証明書は、特定非営利活動法人検査員証(様式第12号)とする。
(提出書類の部数)
第15条　法第29条第1項の規定により提出する書類の部数は、正副2通とする。
2　この規則の規定により提出する書類の部数は、認証又は認定の申請に係るものにあっては正副2通とし、その他のものにあっては1通とする。
(情報通信の技術を利用する方法による手続等の指定)
第16条　条例第6条の規則で定める申請、縦覧、通知、届出、提出、閲覧及び交付(以下この条において「手続等」という。)は、次の表の左欄に掲げる規定に基づく同表の右欄に掲げる手続等とする。
	規定
	手続等

	法第29条第1項
	事業報告書等の提出


(電磁的記録による保存の方法)
第17条　条例第7条第1項の規則で定める方法は、次の各号に掲げる方法のいずれかによるものとする。
(1)　作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
(2)　書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
2　特定非営利活動法人が前項の規定による電磁的記録の保存を行うときは、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成することができなければならない。
(電磁的記録による作成の方法)
第18条　条例第7条第2項の規則で定める方法は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調整する方法によるものとする。
(電磁的記録による閲覧の方法)
第19条　条例第7条第3項の規則で定める方法は、電磁的記録に記録されている事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類による方法とする。
(その他)
第20条　この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附　則
(施行期日)
1　この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2　この規則の施行の際現に効力を有する島根県知事が行った手続その他の行為又は現に島根県知事に対し行っている申請その他の行為で、知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年島根県条例第45号)第2条の表第35号に規定する市が処理することとなる事務に係るものは、この規則の施行の日以後においては、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附　則(平成20年9月26日規則第30号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)
年　　月　　日　　
　浜田市長　○○○○　様
　　申請者　住所又は居所　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名又は名称　　　　　　　　　　　印　
　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　
特定非営利活動法人設立認証申請書
　特定非営利活動法人を設立することについて認証を受けたいので、下記のとおり特定非営利活動促進法第10条第1項の規定により申請します。
記
1　特定非営利活動法人の名称
2　代表者の氏名
3　主たる事務所の所在地
4　その他の事務所の所在地
5　定款に記載された目的
添付書類
1　定款
2　役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。)
3　各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本
4　各役員の住所又は居所を証する書面
5　社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面
6　法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面
7　設立趣旨書
8　設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
9　設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
10　設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書
様式第2号(第4条関係)
年　　月　　日　　
　浜田市長　○○○○　様
                       主たる事務所の所在地　　　　　　　
                           特定非営利活動法人の名称　　　　　
                                   代表者氏名　　　　　　　　　　印　
設立登記完了届出書
　設立の登記を完了したので、特定非営利活動促進法第13条第2項の規定により届け出ます。
添付書類
1　登記事項証明書
2　法第14条の財産目録又は法第35条第1項の合併の時の財産目録
様式第3号(第5条関係)
年　　月　　日　　
　浜田市長　○○○○　様
　　　　　　　　　　　　主たる事務所の所在地　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　特定非営利活動法人の名称　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　印　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　
役員の変更等届出書
　役員の変更等があったので、下記のとおり特定非営利活動促進法第23条第1項の規定により届け出ます。
記
1　変更年月日

2　変更事項
3　役職名
　

4　氏名
　

5　住所又は居所
　
様式第4号(第6条関係)
年　　月　　日　　
　浜田市長　○○○○　様
                        主たる事務所の所在地　　　　　　　
                            特定非営利活動法人の名称　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　印　
            電話番号　　　　　　　　　　　　　
定款変更認証申請書
　定款の変更をすることについて認証を受けたいので、下記のとおり特定非営利活動促進法第25条第3項の規定により申請します。
記
1　変更の内容
2　変更の理由
添付書類
1　定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本
2　定款の変更部分の新旧対照表及び変更後の定款
3　法第11条第1項第3号又は第11号に掲げる事項に係る変更を含むときは、当該変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書
4　所轄庁の変更を伴う定款の変更のときは、前3項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付すること。
　(1)　役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。)
　(2)　法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面
　(3)　直近の法第28条第1項の事業報告書等(設立後当該書類が作成されるまでの間は法第14条の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は法第35条第1項の財産目録)
様式第5号(第7条関係)
年　　月　　日　　
　浜田市長　○○○○　様
　　　　　　　　　　　　主たる事務所の所在地　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　特定非営利活動法人の名称　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　印　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　
定款変更届出書
　定款の変更をしたので、下記のとおり特定非営利活動促進法第25条第6項の規定により届け出ます。
記
1　変更の内容
2　変更の理由
3　変更した時期
添付書類　変更後の定款
様式第6号(第9条関係)
年　　月　　日　　
　浜田市長　○○○○　様
　　　　　　　　　　　　主たる事務所の所在地　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　特定非営利活動法人の名称　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　印　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　
解散認定申請書
　特定非営利活動促進法第31条第1項第3号に掲げる事由により特定非営利活動法人を解散することについて認定を受けたいので、下記のとおり同条第2項の規定により申請します。
記
1　事業の成功の不能となるに至った理由及び経緯
2　残余財産の処分方法
添付書類　目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能の事由を証する書面
様式第7号(第10条関係)
年　　月　　日　　
　浜田市長　○○○○　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特定非営利活動法人の名称　　　　　
　　　　　　　　　　　清算人　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　住所　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　印　
　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　
　
解散届出書
　特定非営利活動促進法第31条第1項第　　号に掲げる事由により特定非営利活動法人を解散したので、下記のとおり同条第4項の規定により届け出ます。
記
1　解散の理由
2　残余財産の処分方法
　
添付書類　解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書
様式第8号(第10条関係)
年　　月　　日　　
　浜田市長　○○○○　様
                                        特定非営利活動法人の名称　　　　　
　　　　　　　　　　　清算人　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　住所　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　印　
　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　
清算人就職届出書
　解散に係る清算中に清算人が就職したので、下記のとおり特定非営利活動促進法第31条の8の規定により届け出ます。
記
1　清算人の氏名及び住所
　
2　清算人が就職した年月日
　
添付書類　当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書
様式第9号(第11条関係)
年　　月　　日　　
　浜田市長　○○○○　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特定非営利活動法人の名称　　　　　
　　　　　　　　　　　清算人　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　住所　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　印　
　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　
残余財産譲渡認証申請書
　残余財産を譲渡することについて認証を受けたいので、下記のとおり特定非営利活動促進法第32条第2項の規定により申請します。
記
1　譲渡すべき残余財産
　
2　残余財産の譲渡を受ける者
　
様式第10号(第12条関係)
年　　月　　日　　
　浜田市長　○○○○　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特定非営利活動法人の名称　　　　　
　　　　　　　　　　　清算人　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　住所　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　印　
　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　
清算結了届出書
　解散に係る清算が結了したので、特定非営利活動促進法第32条の3の規定により届け出ます。
　添付書類　清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書
様式第11号(第13条関係)
年　　月　　日　　
　浜田市長　○○○○　様
　　　　　　　　　　　　　　　　特定非営利活動法人の名称(甲)　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　印　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　特定非営利活動法人の名称(乙)　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　印　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　
合併認証申請書
　特定非営利活動法人を合併することについて認証を受けたいので、下記のとおり特定非営利活動促進法第34条第5項において準用する同法第10条第1項の規定により申請します。
記
1　合併後の特定非営利活動法人の名称
2　合併後の特定非営利活動法人の代表者の氏名
3　合併後の特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地
4　合併後の特定非営利活動法人の定款に記載された目的
添付書類
1　定款
2　役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。)
3　各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本
4　各役員の住所又は居所を証する書面
5　社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面
6　法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面
7　合併趣旨書
8　合併の議決をした社員総会の議事録の謄本
9　合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
10　合併当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書
様式第12号(第14条関係)
(表面)
	第　　　　　号
特定非営利活動法人検査員証

	　
	写真
	職名
氏名
生年月日　　　　　　　　年　　月　　日
　　　　年　　月　　日交付

	　上記の者は、特定非営利活動促進法第41条第1項の規定により検査をする職員であることを証明する。
浜田市長　　　　　　　　　　印　


(裏面)
	特定非営利活動促進法(抜粋)

　(報告及び検査)

第41条　所轄庁は、特定非営利活動法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときは、当該特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2　所轄庁は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の相当の理由を記載した書面を、当該特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(以下この項において「特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。この場合において、当該特定非営利活動法人の役員等が当該書面の交付を要求したときは、これを交付させなければならない。
3　第1項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
4　第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。


縦5.2センチメートル　　横7.4センチメートル
組合等登記令 （昭和39年政令第29号） （抄）
（適用範囲） 
第１条　別表１の名称の欄に掲げる法人（以下「組合等」という。）の登記については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、この政令の定めるところによる。
　（登記事項） 
第２条　組合等が登記しなければならない事項は、次のとおりとする。
　１　目的及び業務
　２　名　称
　３　事務所
　４　代表権を有する者の氏名、住所及び資格
　５　存立時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
　６　別表１の登記事項の欄に掲げる事項
　（設立の登記） 
第３条　組合等の設立の登記は、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から２週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。 
２　前項の登記には、 前条に掲げる事項を登記しなければならない。 
３　組合等は、設立の登記をした後２週間以内に、従たる事務所の所在地において、前条に掲げる事項を登記しなければならない。 
　（変更の登記） 
第６条　組合等は、第２条に掲げる事項に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては２週間以内に、従たる事務所の所在地においては３週間以内に、変更の登記をしなければならない。 
２　基金、出資若しくは払い込んだ出資の総額又は出資の総口数の変更の登記は、前項の規定にかかわらず、毎事業年度末日現在により、その事業年度終了後、主たる事務所の所在地においては４週間以内に、従たる事務所の所在地においては５週間以内にすれば足りる。 
３　資産の総額の変更の登記は、第１項の規定にかかわらず、毎事業年度末日現在により、その事業年度終了後、２月以内にすれば足りる。 
　（設立の登記の添附書面） 
第16条　設立の登記の申請書には、定款又は寄附行為及び代表権を有する者の資格を証する書面を添附しなければならない。 
２　第２条第６号に掲げる事項を登記すべき組合等の設立の登記の申請書には、その事項を証する書面を添附しなければならない。

別表１
	名     称
	根 　　拠　  法
	登記事項

	特定非営利活動法人
	特定非営利活動促進法 （平成10年法律第7号）
	資産の総額


〈参考〉組合等登記令第25条において準用される商業登記法第19条
　（申請書の添附書面） 
第19条 官庁の許可を要する事項の登記を申請するには、 申請書に官庁の許可書又はその認証がある

謄本を添附しなければならない。
島根県県税条例（昭和51年島根県条例第10号）（抄）

(法人の県民税の課税免除)
第8条　知事は、次の各号のいずれかに該当する者で収益事業を行わないものに対しては、その者が知事が定める期限までに申請した場合には、法人の県民税の課税を免除することができる。

(1)民法(明治29年法律第89号)第34条に規定する公益法人

(2)地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体

(3)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人

特定非営利活動法人の設立を支援するための県税の課税免除

に関する条例　　　　　　　　　　　　　　（平成14年島根県条例第20号）

(趣旨)

第1条　この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)の設立当初の活動を支援することにより、県民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与するため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、県税の課税免除について島根県県税条例(昭和51年島根県条例第10号)の特例を定めるものとする。

(法人の県民税の課税免除)

第2条　知事は、特定非営利活動法人で収益事業(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の4に規定する収益事業をいう。)を行うものに対しては、当該特定非営利活動法人の設立の日から3年以内に終了する各事業年度のうち、当該収益事業における所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に係る法人の県民税の均等割を免除することができる。

(不動産取得税の課税免除)

第3条　知事は、特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の日から3年以内に特定非営利活動に係る事業(法第11条第1項第3号の規定により当該特定非営利活動法人の定款に記載された特定非営利活動に係る事業をいう。次条において同じ。)の用に供するための不動産を無償で譲り受けたときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税を免除することができる。

(自動車取得税の課税免除)

第4条　知事は、特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の日から3年以内に特定非営利活動に係る事業の用に供するための自動車を無償で譲り受けたときは、当該自動車の取得に対して課する自動車取得税を免除することができる。

(課税免除の申請)

第5条　前3条の規定による県税の課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請しなければならない。

(決定及び通知)

第6条　知事は、前条の規定による申請があった場合において、この条例の規定による課税免除をすべきものと認めたときは、課税免除の決定をするものとする。

2　知事は、前項の規定による決定をしたときは、当該申請者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。

(規則への委任)

第7条　この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附　則

(施行期日)

1　この条例は、公布の日から施行する。

(法人の県民税の課税免除に関する経過措置)

2　第2条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の県民税の均等割について適用する。

(不動産取得税の課税免除に関する経過措置)

3　第3条の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

(自動車取得税の課税免除に関する経過措置)

4　第4条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用する。

■事業年度終了前後のスケジュール例（事業年度が４月１日から翌年３月３１日までの場合）

	月
	会議の開催等
	作成する書類
	書類の提出先

	
	
	
	浜田市
	法務局
	税務署

	３
	３１日に事業年度終了
	会計の決算準備
	
	
	

	４
	
	
	
	
	

	５
	
	・法人税申告書等

・社員総会議事録







	役員の変更届

出書

　定款変更届出書(*1)

定款変更認証申請書等(*2)
	就任から１４

日以内に理事

の変更登記申

請

＊登記事項を変更した場合

定款の変更登

記申請(*1)

＊登記事項を変更した場合

定款の変更登

記申請(*2)

３１日までに資産総額変更登記申請
	

３１日までに法人税の申告書提出

	６
	
	
	３０日までに事業報告書等提出
	
	


＊1：浜田市長に届出だけで済む軽微な事項に係る定款変更の場合は、定款変更を決定した総会開催後2週間以内に法務局に変更登記申請を行う必要があります。<P43・44を参照のこと>

＊2：定款変更に当たって浜田市長の認証が必要な定款変更は、認証後に法務局に定款の変更登記申請を行います。<Ｐ43・44を参照のこと>（浜田市長の定款変更の認証は、申請書受理後2ヶ月間の縦覧を経てから行います）

公　告





受　理





認証の申請





・浜田市


企画財政部地域政策課





縦覧・閲覧場所





①定款


②役員名簿


③設立趣旨書


④事業計画書


⑤収支予算書





２週間以内





従たる事務所の所在地での登記





２週間以内





(地域政策課)





縦覧（２ヶ月間）





設立登記（主たる事務所の所在地での登記）


＝ 法人成立





届　出





認 証





不 認 証





審査期間（４ヶ月以内）





縦覧する書類





実際に窓口に提出する日


郵送の場合は、郵送する日





定款に記載されている法人の名称を記載





設立総会において定めた設立代表者





設立代表者の個人の住所氏名を住民票どおりに記載します。





実印でなくても差し支えありません。





定款に記載されている事務所の住所を正しく記載





設立総会で選出された法人の代表者（理事長、会長等）の氏名を正しく記載





定款の目的の条文に記載された表現をそのまま記載して下さい。





定款の最後に記載する「附則」の中に示す必要があります。





除名を資格喪失の条件とする場合は、除名に関する規定を置きます。





設立総会開催日か、それ以降の就任を承諾した日を記載して下さい。





住民票どおり正しく記載して下さい。





理事か監事いずれかを記載して下さい。





設立総会開催日か、それ以降の作成した日を記載して下さい。





設立代表者の個人の住所氏名を住民票どおりに記載して下さい。





①法人の設立に当たっての現状や背景などの説明


②現状や背景についての問題提起


③問題がどのようになれば望ましいと考えているか説明


④任意団体としての活動実績があれば、問題と望ましい姿に対してどのように取り組んできたのか説明


⑤問題と望ましい姿に対して、今後どのように取り組んでいこうと考えているのか説明


⑥何故、特定非営利活動法人を設立しようと考えたのかの説明（決意）





経緯を時系列的に記載して下さい。


○年○月○日　任意団体○○○を設立


○年○月○日　特定非営利活動法人設立のための勉強会開催


○年○月○日　発起人会開催


○年○月○日　設立総会開催











設立総会開催日かそれ以前の日を記載





設立総会で選出された設立代表者の個人の住所氏名を住民票どおりに記載して下さい。





届出で済む定款変更の場合





認証が必要な定款変更の場合





実際に行うことを予定している事業の内容を簡潔に分かりやすく記載します。この際、第３条及び第４条との整合性に留意する必要があります。





①定款


②登記に関する書類の写し


③設立時の財産目録





閲覧する書類





出来る限り定款に記載された事業名で統一して下さい。





出来る限り定款に記載された事業名で統一して下さい。











実施した日付や頻度を記載





出来る限り定款に記載された事業名で統一して下さい





収支計算書の事業の支出と一致





事業年度の末日





流動負債＋


固定負債





流動資産＋


固定資産





左の合計





資産合計－負債合計


貸借対照表の正味財産と同額





事業年度の末日





流動負債＋


固定負債





流動資産＋


固定資産





左の合計





財産目録の正味財産と同額





負債＋正味財産＝資産





初年度の事業年度の始期は、登録事項証明書に記載のある法人成立の日





出来る限り定款に記載された事業名で統一して下さい。





初年度の報告事業年度の始期は登記事項証明書に記載のある法人成立年月日





報告事業年度の始期から終期までを記載





事務所の所在地に変更があり、浜田市以外に移転し、浜田市内に事務所がなくなる場合と浜田市内のほか浜田市外にも事務所を設置する場合は、所轄庁が変更になります。





特定非営利活動法人


設立等の手引き





浜田市企画財政部


地域政策課


〒697-8501


浜田市殿町１番地


TEL.(0855)22-2612


FAX.(0855)23-1866


E-mail：chiiki@city.hamada.shimane.jp


 http:www.city.hamada.shimane.jp





浜　田　市








従たる事務所を置かない場合は、「なし」と記載





附　　則


　この定款の変更は、総会の議決の日（平成○○年○○月○○日）から施行する。


附　　則


　この定款の変更は、所轄庁の認証の日（平成○○年○○月○○日）から施行する。





原本は法人で保管して下さい。





原本は法人で保管して下さい。
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８


９


10


1125


26


27


28


29


30


31


32





3４


3４


3５


3６


3７


3８


3９


41


42


43


43


44











44


44


44


44


44


44


44


45


45


45


46


46


46





46


46


47





47


47


48
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76


77


78


79


80


82


83
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役員の任期を記載するものではありません。





出来る限り定款に記載された事業名で統一





平成２２年４月





支出見込額は収支予算書の事業支出額と一致





一　　般





【特定非営利活動法人促進法第２０条・第２１条】


第20条　次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。 


　１　成年被後見人又は被補佐人


　２　破産者で復権を得ないもの


　３　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者


　４　この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定（同法第31条第７項の規定を除く。）に違反したことにより、又は刑法（明治40年法律第45号）第204条、第206条、第208条、第208条の２、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律（大正15年法律第60号）の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者


　５　暴力団の構成員等


　６　第43条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から２年を経過しない者


　（役員の親族等の排除） 


第21条　役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の３分の１を超えて含まれることになってはならない。





出来る限り定款に記載された事業名で統一して下さい。





出来る限り定款に記載された事業名で統一して下さい。





定款上、「その他の事業」に関する事項を定めている場合は、


金額が０円でも「その他の事業会計」のこれらの書類の作成が


必要です。





定款上、「その他の事業」に関する事項を定めている


場合は、金額が０円でも「その他の事業会計」のこれ


らの書類の作成が必要です。





初年度の事業年度の始期は、登録事項証明書に記載のある法人成立の日





出来る限り定款に記載された事業名で統一して下さい。





住民票の住所の記載と一致させます。





改姓又は改名の場合には、氏名の欄に旧姓又は旧名を括弧を付して併記してください。





理事・監事の別を記載。





新任､再任､任期満了､死亡､辞任､解任､住所若しくは居所の異動､改姓又は改名の別を記載。








【特定非営利活動促進法第２条第２項第２号】


　　その行う活動が、次のいずれにも該当する団体であること。


　イ　宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。


　ロ　政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。


　ハ　特定の公職（公職選挙法<昭和２５年法律第１００号>第３条に規定する公職をいう。以下同じ。）の候補者（党外候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。





【特定非営利活動促進法第１２条第１項第３号】


　　当該申請に係る、特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないものであること。


　イ　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号


第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。）


　ロ　暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団の構成員等」という。）の統制の下にある団体。





１事業報告書


２財産目録


３貸借対照表


４収支計算書


５役員名簿


６社員名簿


７変更後の定款等（前事業年度に定款変更を行った場合）





社員総会の開催





監事による


監査を受ける





理事会の開催





役員の選任を行った場合


・役員就任承諾書


・理事の変更登記申請書等








定款の変更を行った場合


・定款変更届出書


・定款変更認証申請書等


・定款の変更登記申請書





税法上の収益事業を


行っている場合








①設立認証申請書


②定款


③役員名簿


④就任承諾及び誓約書の謄本


⑤各役員の住所又は居所を証する書面（＝住民票等）


⑥社員のうち１０人以上の者の名簿


⑦確認書（法第２条第２項第２号及び法第１２条第１項第３号に該当することを確認したことを示す書面）


⑧設立趣旨書


⑨設立についての意志の決定を証する議事録の謄本（設立総会議事録謄本）


⑩設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書


⑪設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書
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